
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．モニタリング（業績監視）について 

 



 

 

 

－ Ⅲ．モニタリング（業績監視）について － 

 

【 目次 】 

 

Ⅲ－１．背景................................................................Ⅲ-1 
 

Ⅲ－２．ＰＦＩ事業におけるモニタリングの概要.................................Ⅲ-2 
１．ＰＦＩ事業におけるモニタリングとは....................................Ⅲ-2 
２．モニタリングの実施者..................................................Ⅲ-2 
３．モニタリングの特徴....................................................Ⅲ-4 
４．モニタリングの実施例..................................................Ⅲ-5 
 

Ⅲ－３．ＰＦＩ事業におけるモニタリングの流れ................................Ⅲ-11 
１．モニタリングの実施フロー（概要）.....................................Ⅲ-11 
２．実施方針策定及び公表段階.............................................Ⅲ-13 
３．事業者の募集・選定段階...............................................Ⅲ-16 
４．事業者の選定後、事業契約段階.........................................Ⅲ-18 
５．設計段階.............................................................Ⅲ-21 
６．建設段階.............................................................Ⅲ-23 
７．維持管理・運営段階...................................................Ⅲ-26 
８．事業の終了段階.......................................................Ⅲ-32 
９．モニタリングの実施フロー（詳細）.....................................Ⅲ-33 
10．財務状況等に関するモニタリング.......................................Ⅲ-36 
 

Ⅲ－４．維持管理・運営段階のモニタリング結果とサービス対価の支払との関係 .....Ⅲ-38 
１．要求水準、モニタリング、サービス対価の支払（業務改善要求措置）の連動.Ⅲ-38 
２．アベイラビリティの確保...............................................Ⅲ-40 
３．パフォーマンスの確保.................................................Ⅲ-42 
４．減額ポイントからサービス対価の支払への反映...........................Ⅲ-45 
 

【参考】利用量及びサービスの成果に応じたサービス対価の増額措置について .......Ⅲ-47 
１．概要 ................................................................Ⅲ-47 
２．国土交通省所管の既往ＰＦＩ事業の現状（事例分析）.....................Ⅲ-48 
３．サービス対価の増額措置の適用にあたっての留意事項.....................Ⅲ-49 



 Ⅲ-1 

Ⅲ－１．背景 

現在、ＰＦＩ事業のモニタリング（業績監視）については、唯一の指針である『モニタリン

グに関するガイドライン（平成 15年６月 23日／内閣府民間資金等活用事業推進委員会）（以

下、ガイドラインという。）』に基づき実施されているところであるが、ガイドラインではＰＦ

Ｉ事業におけるモニタリングの考え方や留意事項が記載されているものの、実際の具体的なモ

ニタリング手法が示されているわけではない。 

国土交通省が平成 18年度、地方公共団体等の発注者に対して実態調査を行った結果、これ

までにＰＦＩ事業を実施してきた発注者及び選定事業者は、モニタリングの経験が少ない上に

拠り所となるモニタリングの手引書もないため、個別に一から検討していることが多いほか、

発注者の現場への関与の程度や要求水準未達の判断手法等、基本的な事項に苦労していること

が分かってきた。そのため、発注者が行うモニタリングの具体的な内容・方法について、例え

ば、発注者と選定事業者との役割分担、評価・判断基準や支払額への反映の考え方等を明確に

することが必要になっている。 

また、選定事業者が行うセルフモニタリングでは、発注者・選定事業者双方がセルフモニタ

リング結果の位置付けについての認識が十分でないまま、事業契約書等に規定し、発注者への

報告を義務づけている事業が多い。このため、発注者がセルフモニタリング結果をどの様に利

活用するのか、選定事業者がセルフモニタリングをどの程度までコストをかけて詳細に行うべ

きなのか等を明確にしていくことが必要になっている。 

一方、ＰＦＩ事業で重要なプレーヤーの１つとして役割を担う金融機関においては、今後、

モニタリングへの一層の積極的な関与が求められているとともに、発注者が行う財務状況に係

るモニタリングとの役割分担を明確にすることが求められている。 

モニタリングはＰＦＩ事業を実施する上での根幹となる手順である一方で、発注者への負担

が大きければＰＦＩ事業を実施する優位性も少なくなるため、いかに発注者への負担を低減さ

せることができるかについても問われている。 

これらの課題を受けて、国土交通省所管事業を実施する地方公共団体等が効率的で実効性、

客観性の高いモニタリングを実施できるよう、実務上必要な項目や内容を具体化し、モニタリ

ングを分かりやすく解説するものとして、発注担当者向け参考書（モニタリング編）を作成す

ることとした。 
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Ⅲ－２．ＰＦＩ事業におけるモニタリングの概要 

１．ＰＦＩ事業におけるモニタリングとは 

ガイドラインによると、モニタリングとは「選定事業者による公共サービスの履行に関し、

約定に従い適正かつ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかを確認する重要な

手段であり、選定事業の対象とする公共施設等の管理者等の責任において、選定事業者によ

り提供される公共サービスの水準を監視（測定・評価）する行為」とされている。 
すなわち、ＰＦＩ事業のモニタリングとは、選定事業者が行った業務の内容が要求水準を

満たしているか、また、業務の安定性・継続性が確保1)されているかについて監視し、その結

果を選定事業者へのサービス対価の支払に反映させることによって、官民の適切な役割分担

に基づく低廉かつ良質な公共サービスの提供を実現することを目的として行うものである。 
 

２．モニタリングの実施者 

モニタリング実施者としては、発注者、選定事業者、金融機関の３者が挙げられるが、最

終的な責任は公共サービスの本来の提供者である発注者にある。 
発注者は、ＰＦＩ事業担当部局を中心に、技術・財務等の関係部局や外部アドバイザーの

協力を得てモニタリングを行うことになる。その際、発注者は選定事業者に対する関与を必

要最小限にし、自らの負担の軽減を図るとともに、民間活力を引き出す観点から選定事業者

によるセルフモニタリング2)を活用することが効果的である。さらに、経営状況や財務状況に

関してもモニタリングを行う必要があるが、金融機関との直接協定（一般的にはＤＡ：ダイ

レクト・アグリーメントともいう。詳しくはⅢ-3頁を参照のこと。）を活用して自らの負担

を軽減させることが可能である。 
選定事業者においては、ＳＰＣ、ＳＰＣと委託契約を結んだ協力会社等がセルフモニタリ

ングを行うことになる。設計・建設段階では、設計会社や建設会社等が主にセルフモニタリ

ングを担当し、維持管理・運営段階ではメンテナンス会社や運営会社がセルフモニタリング

を担当し、ＳＰＣが全体を統括することになる。 
また、金融機関としては、ＳＰＣに融資している銀行・ファイナンス会社等がＳＰＣの財

務状況をモニタリングすることになる。選定事業者は、プロジェクトファイナンス方式によ

り資金調達を行うことが多いため、ＰＦＩ事業が円滑に行われなくなると、収入減少や支出

増加が発生して資金収支が悪化し、返済原資が不足することにもなりかねない。このため、

金融機関は資金の流れ（キャッシュフロー）等の財務状況をつぶさに監視し、事業の変調を

なるべく早期に把握するとともに、事業介入等を含む適切な対応を取るように促される。発

注者と金融機関とが直接協定を締結することによって、発注者と金融機関との協力・補完関

係が構築され、多面的なモニタリングを行うことが可能になる。 

                                                   
1) 選定事業者の財務状況に加え、事業特有のリスクを把握し適切な対応が講じられているか、新たに生じ

た課題にも的確に対応しているか等の観点も含まれる。 
2) 選定事業者が要求水準等を満足するサービス提供をできているか自ら監視・確認する行為。 
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【直接協定とは】 

直接協定とは、選定事業者において選定事業の実施が困難となった場合等に、発注者による

ＰＦＩ 事業契約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、選定事業者に

対し、資金供給している融資金融機関等の一定の介入(Step-in)を可能とするための協定である。 

直接協定は、発注者と融資金融機関等との間で直接結ばれ、要求水準の未達や期限の利益の

喪失3)等の一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や、選定事業者の発行する株式や有する資

産への担保権の設定に対する発注者の承諾等について規定されている。 

発注者における直接協定締結の必要性は、①公共サービスの安定性、継続性の確保、②債権

保全を目的とする金融機関による強制的資金回収、資産処分による公共サービスの停止リスク

の回避、③金融機関の積極的な事業介入による事業再建、にある。発注者にとって、選定事業

者の運営状況等をモニタリングによって監視できることになっているが、客観的かつ専門的な

部分での調査は容易ではない。そのため、金融機関の介入により、そのノウハウを十分に活用

することによって選定事業者の事業遂行の確実性や経営の安定性が図られ、さらには、公共サ

ービスの安定的供給という観点から、金融機関との情報交換によって選定事業者の動向を知る

ことができるため、経営の悪化等を理由に公共サービスが突然に停止されるといったリスクを

回避することができる。 

一方、金融機関における直接協定締結の必要性は、①キャッシュフローの源泉、つまり資金

回収の大前提である事業の継続の確保（担保資産の売却による資産回収は現実的には困難とな

る）、 ②公共側の一方的事業破棄リスクの回避、③解除事由発生の場合、契約解除前の金融機

関による事業再構築機会の確保、にある。自らの債権を回収するためには、「事業遂行の確実性」

や「経営の安定性」を確保することが重要であり、直接協定を結ぶことによって、発注者がサ

ービス購入費の減額や契約の解除等を行う場合には事前に、金融機関による事業の再構築を図

る機会（事業への介入や各種担保権の実行）が保証されることになる。 

この様に、直接協定を締結することにより、多面的なモニタリングを行うことが可能となる。 
 
 

 

                                                   
3) 「期限の利益」とは「お金を借り入れている者は、返済期限まではその借入金額を一括して返済する必要

がない」ことをいう。したがって「期限の利益の喪失」とは、「返済が遅れたり、契約内容に虚偽が見つかっ

た場合等には、即刻、全額返済を要求される」ことを意味する。 
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３．モニタリングの特徴 

ＰＦＩ事業は、契約手続きが煩雑であったり、契約期間が長期にわたることから、モニタ

リングについても何か特別なものであると思い、発注者は難しく捉えがちである。しかし、

従来から発注者が行ってきた設計委託や工事請負委託、維持管理委託、運営委託の際の監視

方法・内容と本質的には変わりはなく、逆に、発注者が負っていた責任（リスク）を選定事

業者に委ねること等により、民間の能力を最大限活用するとともに、発注者の負担を軽減で

きる可能性がある。 
具体的には、セルフモニタリングを選定事業者の責任の下で実施させ、その結果を発注者

が自らの体制やレベルに応じてチェックしつつ、ＫＰＩ（キーパフォーマンスインディケー

ター：重要業績評価指標）4)等の代表的な指標を中心に監視することにより、発注者の負担を

軽減することが可能になる。 
従来の発注方式と比較した場合のＰＦＩ事業のモニタリングの特徴をまとめると以下のと

おりである。 
・発注者の行うモニタリング結果が選定事業者への支払に直結することが予めルール化され

ていること。 
・契約期間が長期にわたることや、選定事業者の資金調達手法がプロジェクトファイナンス

方式である場合が多いことから、選定事業者の経営状況や財務状況についてもモニタリン

グする必要があること。 

・選定事業者によるセルフモニタリング等を活用することにより、民間活力を引き出しうる

とともに、発注者の負担を軽減できる可能性があること。 
 
 

                                                   
4) ＫＰＩとは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングする

ために設定される指標（業績評価指標）のうち、特に重要なものを示す指標である。サービスが継続改善

されているかどうかを評価するもので、このＫＰＩを監視することで、サービスの質が継続的に改善している

か、悪化しているのかを、容易に判断することが可能である。ＰＦＩ事業における一般的なＫＰＩ事例として、

入場者数、顧客満足度、苦情の件数等が想定される。（ＫＰＩの設定手法は、Ⅲ－14 頁、Ⅲ-42 頁参照） 
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４．モニタリングの実施例 

以上のようなＰＦＩ事業のモニタリングの特徴を踏まえて、要求水準とこれに基づくモニ

タリング方法・内容を具体例を使って解説する。 
 

（１）設計・建設業務のモニタリング 

発注者が行う設計・建設業務のモニタリングは、要求水準等の内容が設計図書や建設工事

に反映されているかを確認することが主体となる。その方法にはいくつかのレベルが考えら

れ、発注者の体制・能力等に応じて選択すれば良い。例えば、従来のように直接発注する場

合と同様に設計図書や工事現場を詳細に監視する方法もあれば、選定事業者がセルフモニタ

リングの諸手続き・内容の確認を行っていることを踏まえて、選定事業者によるセルフモニ

タリングの結果のみ確認する方法等も考えられる。 
そして、設計や建設工事が要求水準等を満たしていない場合や、完成の遅れや近隣からの

苦情等が生じた場合には、予め定めたルール（一般的には、事業契約の中で設計・建設の瑕

疵や事業遅延に対する規定を行う）に基づき、改善要求措置や支払額の減額等を行うことに

なる。 

このようなモニタリングが実際どの様に行われるのか、選定事業者によるセルフモニタリ

ングを活用する方法を例に、要求水準との関係を踏まえ、以下に解説する。 

要求水準では、設計・建設業務に係る事項として、「施設整備の基本方針」や「設計・建設

条件」、「施設計画」、「業務の実施に関する事項」等が記載されており、例えば「施設計画」

の中で次のように要求水準が規定されているとする。 

 
【要求水準の例（施設計画・ゾーニング）】 
＜ゾーニング＞ 
・ 相関関係図（図○参照）に基づく、各諸室の機能連係等を考慮したゾーニングとする。 
・ 主となる外部出入口は正面玄関１箇所とし、外部からの来訪者が受付等で人的チェックでき
る計画とする。 

・ 正面玄関口には車寄せを設ける。 
・ 原則として地階は設けない。 
・ シャフト等は可能な限り共用部からメンテナンスできる配置とする。 
 
 

選定事業者はこの要求水準を満足するように設計し、その結果をセルフモニタリングで確

認する。 

セルフモニタリングの内容・方法は選定事業者が提案するものであるが、次の例では、要

求水準の項目に対応した具体的な確認項目として整理しているセルフモニタリングの事例で

ある。 

 
【セルフモニタリングの例（施設計画・ゾーニングの一部）・・・・・・・・・・・基本設計段階】 
＜要求水準＞ 最終評価 

・ 正面玄関口には車寄せを設ける。 ○ 

＜設計業務＞ 個別評価 

・ 正面玄関に車寄せが配置されているか。 ○ 

・ 車両・歩行者等の動線を考慮して計画されているか。（利用しやすさ、安全性の確保） ○ 

・ 車寄せとして適切な寸法（○ｍ）を確保できているか。 ○ 

・ 車寄せの舗装仕上げ、庇の長さ・仕上げ等が適切か。 ○ 
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選定事業者は、このモニタリング結果を事業契約書に規定される『要求性能確認報告書』

に記載し、基本設計完了時、実施設計完了時、工事完了時等に発注者に提出する。 

『要求性能確認報告書』として想定されるのは、要求水準を満足しているか容易に分かる

チェックリスト等であり、例えば以下のようなものである。 

 
【要求性能確認報告書の例】 
１．セルフモニタリング体制 
・・・・〈 設計・建設業務において選定事業者が実施したｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制を記載 〉 
２．セルフモニタリング結果等 

セルフモニタリング結果 

根拠等 項目 要求水準 
評価 

評価理由 資料 

施設別要求水準 

１．建築に関する性能 
 施設全体での性能    

相関関係図に基づく、各諸室の機能

連係等を考慮したゾーニングとす

る。 
○ 

ゾーニング図

（色分け） 
基-P.3 

主となる外部出入口は正面玄関１

箇所とし、外部からの来訪者が受付

等で人的チェックできる計画とす

る。 

○ 

１階平面図 実-意-2 

正面玄関口には車寄せを設ける。 ○ １階平面図 実-意-2 

原則として地階は設けない。 ○ 断面図 実-意-15 

  ゾーニング 

シャフト等は可能な限り共用部か

らメンテナンスできる配置とする。 ○ 立面図 実-意-10 

  ・・・・・ ･・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・・ 
選定事業者提案事項 

  ・・・・・・ ･・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・・・・ 
 
 

なお、発注者は『要求性能確認報告書』に対して、どこまで詳細に監視するかをモニタリ

ング計画案に記載しておく必要がある。発注者は自らの監視体制・技術的レベルや施設の難

易度等を考慮して、以下のようなレベルから確認レベルを選定する。 

 

【発注者の確認内容例】 

a) 『要求性能確認報告書』等によって報告がなされているかを確認する手法。 
b) a)に加え、要求水準の中でも発注者にとって重要度の高い要求性能（例えば、安全性に関
する要求性能等）や定量的な判断が難しい要求性能について、設計図書等に基づき、重点

的に確認する手法。 

c) a)、b)に加え、提出資料（設計図書、施工図等）の全てを技術的な要素も含めて詳細に確
認する手法。 

 

 

その他、発注者には提出しないものの、選定事業者が建設コスト等を管理するためのセル

フモニタリング項目として、例えば、建設コスト等の適正な管理を行うためのコスト管理表

等が挙げられる。コスト管理表は基本設計着手前、建設工事着手前、工事完了時等が考えら

れる。 
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（２）維持管理・運営業務のモニタリング 

発注者が行う維持管理・運営業務のモニタリングは、要求水準通りに維持管理・運営でき

ているかを確認することが主体となる。その方法には、選定事業者が提出する業務日報や業

務報告書、事故等の緊急事態に関する報告等により行う方法のほか、利用者に対するアンケ

ート結果を利用した顧客満足度等のＫＰＩをモニタリングする方法等がある。 

また、維持管理・運営業務のモニタリングは、アベイラビリティの確保とパフォーマンス

の確保という２つの視点から考えることが可能である。アベイラビリティの確保とは、ＰＦ

Ｉ事業で整備した公共施設等が継続的に利用可能な状態を保つことであり、施設の全部又は

一部が使えないという事態が生じないようにすることをいい、パフォーマンスの確保とは、

提供されるサービスの質・性能が要求水準を満足するようにすることをいう。 

次の例は、アベイラビリティの確保やパフォーマンスの確保ができなくなった場合を具体

的に示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 アベイラビリティの確保とパフォーマンスの確保のイメージ（維持管理・運営段階） 

 
そして、アベイラビリティやパフォーマンスの確保が満されていない場合には、予め定め

たルールに基づき、改善要求措置や支払額の減額等を行うことになる。 

このようなモニタリングが実際どの様に行われるのか、選定事業者によるセルフモニタリ

ングを活用する方法の場合を例に、要求水準との関係を踏まえ、以下に解説する。 

例えば、維持管理・運営業務に係る要求水準の「維持管理・運営の業務詳細」の中で次の

ように要求水準が定められているとする。 

 

 

■アベイラビリティの確保  ：公共施設等の利用可能性の確保 

【アベイラビリティの確保ができなくなった例】 
使用できなくなっ

た諸室 
影響範囲 使用できなくなった事由 

○○室 一部 天井からの雨漏り（選定事業者の建築点検等の不備による） 

玄関 全て 玄関扉の故障（選定事業者の建築点検等の不備による） 

 

■パフォーマンスの確保   ：サービスの質・性能の確保 

【パフォーマンスの確保ができなくなった例】 
 

 

要求水準 

≪基本方針≫ 

サービスの質・性能が確

保できなくなった事由 

執務環境の確保 
施設環境を良好に維持することによって、サービス受益

者が安全かつ快適に施設を利用できる執務環境を確保

する。 

ＫＰＩ（問題等の発生件

数、満足度調査結果等）

が目標に未達 

執務効率の確保 
維持管理・運営業務の特性に応じた作業時間帯を設定す
る等、選定事業者のもとで維持管理に従事する者の作業

が執務の遂行に支障とならないよう業務を実施する。 

ＫＰＩ（満足度調査結果、
苦情等の件数等）が目標

に未達 
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【要求水準の例（維持管理・運営の業務詳細・敷地出入等管理業務】 
＜敷地出入等管理業務＞ 
□ 正門門扉の開閉 
警備員は、正門門扉の開閉を行うこととし、開閉時間は次のとおりとする。 
・正門門扉開錠及び開扉 ０６時００分 
・正門門扉閉扉及び施錠 ２２時００分 

□ 施設内への出入り者等の監視 
正門門扉開扉時においては、敷地内の守衛所に常駐し、人または車両が敷地内に立ち入ろ
うとする場合は、立ち入ろうとする者の身分証明書または立入証等の提示を求め、確認を
行った上で出入りさせるものとする。 

 

 

選定事業者はこの要求水準を満足するためにセルフモニタリングを行うことになる。 

セルフモニタリングには、日常的に実施するセルフモニタリングとアベイラビリティの確

保に影響するような緊急時に行うセルフモニタリングが想定されるが、まず、日常業務をセ

ルフモニタリングする方法を例示する。例えば、選定事業者が必ず行うセルフモニタリング

には業務日報の作成が挙げられ、上記要求水準に対応する内容については以下のようなもの

が考えられる。 

 

【業務日報の例（維持管理・運営の業務詳細／敷地出入等管理業務）】 
 

日時 平成○○年○○月○○日 記録者 ○○○○ 現場責任者 ○○○○ 

開錠・開扉 閉扉・施錠 

時間 実施者 守衛者 時間 実施者 守衛者 
特記事項 正門門扉の

開閉 
06:00 ○○ ○○ 22:00 ○○ ○○ なし 

NO. 入 出 氏名 用件 特記事項 

１ 09:00 10:00 ○○ ○○ 打合せ 立入証を紛失したため、会社

に本人確認を行った。 

２ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・ 

施設内への

出入り者等

の監視 

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・ 

 

 

選定事業者は、業務日報を取りまとめた結果とその結果に対する自らの評価結果、問題の

発生件数・内容とその対応、苦情の件数・内容とその対応等を記載した業務報告書を事業契

約等で定めた期日に発注者へ報告する。業務報告書には、他の添付資料として、業務日報、

点検記録、整備記録、打合せ議事録、その他業績監視上必要な資料等が想定される。 
例えば、業務報告書として次のようなものが考えられる。 
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【業務報告書の例】 
１．セルフモニタリング体制 
・・・・〈 維持管理・運営業務において選定事業者が実施したｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制を記載 〉 
２．セルフモニタリング結果等 

セルフモニタリング結果 

根拠等 項目 要求水準 評

価 評価理由 資料 

維持管理・運営業務要求水準 

１．維持管理・運営の業務詳細 
 敷地出入等管理業務    
  正門門扉の

開閉 
警備員は、正門門扉の開閉を行うこと

とし、開閉時間は次のとおりとする。 

・正門門扉開錠及び開扉 06時00分 

・正門門扉閉扉及び施錠 22時00分 

○ 

業務日報に実施

内容を記載 
業務仕様

書-P.○ 

  施設内への

出入り者等

の監視 

正門門扉開扉時においては、敷地内の

守衛所に常駐し、人または車両が敷地

内に立ち入ろうとする場合は、立ち入

ろうとする者の身分証明書または立

入証等の提示を求め、確認を行った上

で出入りさせるものとする。 

○ 

業務日報に実施

内容を記載。 
業務実施中にお

ける事故・ﾄﾗﾌﾞﾙ

もなかった。 

業務仕様

書-P.○ 

  ・・・・・ ･・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・ ・・・・ 
 
３．問題の発生件数とその対応結果 
・・・・〈 維持管理・運営業務において選定事業者が把握している問題の発生件数・内容と
その際の対応を記載 〉 
４．苦情の件数とその対応結果 
・・・・〈 維持管理・運営業務において選定事業者が把握している苦情の件数・内容とその
際の対応を記載 〉 
５．その他（今後の発注者に対する要望等） 

 
 

発注者は選定事業者が作成した『業務報告書』に対して、どこまで詳細に監視するかを実

施方針と共に公表するモニタリング計画案に記載しておく必要がある。発注者は自らの監視

体制・技術的レベルや施設の難易度等を考慮して、以下のようなレベルから確認レベルを選

定する。 

 

【発注者の確認内容例】 

a) 長期業務計画書・年間業務計画書に基づき、業務日報、業務報告書等が提出されているか確
認するとともに、問題の発生件数、苦情の件数、満足度調査の結果等のＫＰＩで確認する手

法。 

b) a)に加えて、四半期、半期等ごとに提出される業務報告書の内容を詳細に確認する手法。 
c) b)に加えて、業務日報の内容を定期的に詳細に確認する手法。 
d) c)に加えて、業務日報の内容を随時確認する手法。 

 

また、アベイラビリティの確保に影響するような突発的に起こった事象や問題等に対応す

るために緊急的に行うモニタリングについては、次のとおりとなる。事象が発生した後、発

注者・選定事業者の責務に拘わらず、選定事業者は発注者へ報告するとともに応急措置等を

講じ、発注者と協議を行い速やかに対策を行う。この際の対応手順については、危機管理マ

ニュアル（Ⅲ-30頁参照）で予め規定され、対応費用の負担や減額措置については、契約書

類に基づき、選定事業者の責務に応じて算定されることとなる。 
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（３）事業終了時のモニタリング 

発注者が行う事業終了時のモニタリングでは、これまでに選定事業者が施設をどの様に維

持管理してきたか、また、施設をどの様な状態で引き渡すかを確認することが重要になる。

そのため、発注者は選定事業者に対して、選定事業者が実施してきた維持管理や修繕の履歴

が反映された図面や資料の提示を求め、事業終了後にも活用できるようにしておくことが重

要である。なお、事業終了時に施設を解体し、更地として発注者に返還するＢＯＯ方式につ

いては、埋設物等をどこまで撤去するか等、解体計画のモニタリングが必要になる。 
 

（４）選定事業者の財務状況等に関するモニタリング 

発注者は、事業の全期間を通じて、選定事業者から提出される監査済みの財務諸表等にも

とづき、選定事業者の経営状況に問題がないかを確認する必要がある。しかし、これまでの

ＰＦＩ事業以外の発注方式にはない確認事項であるため、必要に応じて、庁内の関係部署の

協力も得ながら財務状況をモニタリングできるような体制を構築する必要がある（Ⅰ-8頁参

照）。 
また、発注者が直接行うモニタリングを補完する方法として、選定事業者への融資等を行

っている金融機関と直接協定（Ⅲ-3頁参照）を締結し、両者で情報交換をしながらモニタリ

ングすることも有効である。 
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Ⅲ－３．ＰＦＩ事業におけるモニタリングの流れ 

本章では、より効果的・効率的なモニタリングを行うため、ＰＦＩ事業の事業プロセスに沿

ってどの段階でどういった作業が必要になるか、望ましいフローの整理と解説を行うこととす

る。 

 

１．モニタリングの実施フロー（概要） 

発注者はモニタリングに関する自らの負担を軽減するため、事業者が実施するセルフモニ

タリングの位置付けを明確にしたモニタリング計画案を実施方針策定段階から作成し、アド

バイザー等との意見交換を踏まえ、この時点で予想できるリスクとそのコントロール手法、

モニタリング手法を検討した上で、事業者募集段階にはこれらを踏まえた具体的なモニタリ

ング計画案を提示することが重要である。 
事業者が決定してからは、発注者と選定事業者が協議を行い、発注者側モニタリング及び

選定事業者が行うセルフモニタリングも含めた全体のモニタリング計画を策定することにな

る。 
財務状況等のモニタリングについては、金融機関と発注者が協働しながら、選定事業者が

作成する財務状況等の資料や、事業に関する資金の流れ（キャッシュフロー）をチェックし

ていくことになる。 
この様なモニタリング全体の実施フローの概要は次頁のようになるが、これは選定事業者

が実施するセルフモニタリング結果を最大限に活用し、発注者は適切なタイミングでセルフ

モニタリングの状況を確認することを前提としたものである。 
なお、モニタリング実施者のうち、「事業者」とは事業契約締結までの民間企業による構成

員のことを総称することとし、事業契約締結後については「選定事業者」と記載することと

した。 
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⑤建設段階（Ⅲ-23頁） 

⑥維持管理・運営段階（Ⅲ-26頁） 

 

④設計段階（Ⅲ-21頁） 

⑦事業の終了段階（Ⅲ-32頁） 

②事業者の募集･選定段階（Ⅲ-16頁） 

③事業契約段階（Ⅲ-18頁） 

①実施方針策定及び公表段階（Ⅲ-13頁） 

モニタリングの実施フロー（概要） 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【発注者・選定事業者・サービス受益者】 
・ モニタリング結果の確認、問題等の発生の

確認、苦情等の確認、満足度調査の実施、

市場調査等の活用 

【金融機関】 ・ 財務モニタリング 

【発注者・選定事業者】 
・ 建設モニタリング計画の確定と実施（特に、重大な事業リスクに係る事項） 
・ 関係者間の協議（設計変更に伴う事業リスク及びそのモニタリング方法等） 

【発注者・選定事業者】 
・ 中間確認、竣工検査・確認 

【発注者・選定事業者】 
・ 維持管理・運営段階の業務仕様書の作成・協議 
・ 維持管理・運営段階のモニタリング計画の確定と実施（ＫＰＩ等） ・関係者間の協議   

【選定事業者】 
・ 選定事業者によるセルフモニタリング（業
務日報・業務報告書・事業収支等）の実施 

【発注者・選定事業者】 
・ モニタリング計画案に基づき、設計モニタリング計画の確定と実施 
・ 関係者間の協議（設計変更に伴う事業リスク及びそのモニタリング方法等を協議） 

【発注者】 
・ 完成図書、施設の安全性に対する資料の確

認 

【選定事業者】 
・ 完成図書、施設の安全性に対する資料の提
出 

【発注者・事業者】 
・ 発注者側モニタリングﾞ計画案を作成・公表し、事業者からの質疑応答を実施 
・ 事業ﾘｽｸ項目の洗い出し・リスク分担案の公表 

【発注者・事業者】 
・ モニタリング計画案に対する事業者の意見を踏まえ、モニタリング計画案を修正・公表 

【発注者・事業者】 
・ 提案内容に基づく事業契約書、事業リスク等の見直し・セルフモニタリングを含めたモニタリ

ング計画案の作成 

【発注者・事業者】 
・ 事業契約の締結 

【発注者・金融機関】 
・ ＤＡ（ダイレクト・アグリーメント）の協議・締結 

【金融機関】 ・ 財務モニタリング 

【金融機関】 ・ 財務モニタリング 
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発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

事業者 

事業者等の募集 

（入札公告） 

モニタリング計画案 

に対する質疑 

２．実施方針策定及び公表段階 

 

【要点】 

 発注者はアドバイザーと協働してリスクワークショップを開催し、特に、アベイラビリ

ティの確保に関する事業特有のリスクを明確にし、リスクに対応したモニタリング手法

を検討することが重要である。 

 発注者は実施方針に合わせてモニタリング計画案を公表し、早期段階から事業者に対し

てモニタリングの内容を提示することが重要である。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

２－１．モニタリング計画案の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

従来の実施方針公表段階では、モニタリング計画案や入札公告資料等が公表されているこ

とは少ないが、発注者の意向を入札公告前までに出来るだけ反映させるとともに、事業者に

モニタリングに必要な費用を早期段階で想定してもらうため、この段階でモニタリング計画

案を作成し、実施方針や入札公告資料案と共に公表することが重要である。 
具体的には、他のＰＦＩ事業におけるモニタリング計画等を参考に、設計、建設、維持管

理・運営等の各段階でどのような内容・方法でモニタリングを行うのか、また、要求水準が

満たされない場合の対応はどうするのか、おおよその考え方を整理しながらモニタリング計

画案を検討する。ただし、発注スケジュール等を勘案した上で、実施方針公表時までに、モ

ニタリング計画案の作成が困難と判断される場合には、発注者側のモニタリングの基本的考

え方及び事業特有の留意点等についてのみ整理する手法もある。 

②リスクワークショップの開催（適宜） 
・アドバイザーと協働して、アベイラビ
リティの確保に関するリスクを洗い
出し、リスクをマネジメントするモニ
タリング手法とリスク分担表を作成 

実施方針の策定及び公表 

a.リスク洗い出し 

① 実施方針策定及び公表段階 

①モニタリング計画案の検討 
・過去の事例等を活用し、事業リスクや
モニタリング計画の考え方を整理 

事業構想、事業手法の検討 

③実施方針及びモニタリング計画案の

作成 

・ 実施方針 
・ 要求水準書案 
・ 事業契約書案（要求水準に対応し

た減額項目・基準を記載したモニ

タリング計画案を含む） 

④実施方針等に対する質疑

応答 



 Ⅲ-14 

なお、ＫＰＩ（Ⅲ－4頁、Ⅲ－42頁参照）を活用したモニタリングを行う場合には、要求

水準が細かすぎて設定するＫＰＩが無駄にならないよう、ＫＰＩ及び要求水準の検討の際に

は留意する必要がある。例えば、要求水準が「施設を快適に利用できるように確保する」と

いう設定であれば、ＫＰＩとして問題や苦情の発生件数、利用者の満足度調査結果等を設定

することができる。この場合、清掃や維持管理に関する具体的な内容は選定事業者に委ね、

発注者が実施結果をＫＰＩで評価し、評価結果を踏まえて選定事業者が内容を変更する、と

いうように、発注者と選定事業者との適切な関係の下、選定事業者の裁量で事業を適正に進

めさせることが可能となるが、要求水準が「○○施設の清掃は週○回とする」という設定で

あれば、上記のようなＫＰＩを設定しても、選定事業者の創意工夫の余地がないため、ＫＰ

Ｉでの評価結果が意味をなさず、設定した要求水準の問題であることが分かる。 

それらＫＰＩについては、入札公告段階など早期段階で目標値を提示することが重要であ

る。ただし、顧客満足度等の目標値については、早期段階で目標値を設定した後に、供用開

始初年度のモニタリング結果等を踏まえ、２年目以降に随時目標値を見直す等の方法も考え

られる。 

 

【モニタリング計画案・目次の例】 
モニタリング計画案では、実施方針公表段階に最低でも基本的考え方までは示すものとし、入
札公告段階に以下のような事項について提示するものとする。 
なお、モニタリング計画案は、事業契約書の別紙７「業績監視及び改善要求措置要領」に位置
づけられ（Ⅱ-70頁参照）、設計・建設業務や維持管理・運営業務のモニタリングの基本的考え方
及びモニタリングの内容等についてまとめたものである。 
■ 設計･建設業務のモニタリング 
・ 基本的考え方 
選定事業者が行うセルフモニタリング計画の位置づけや発注者が行うモニタリング事項
等を明確にする。 

・ 発注者のモニタリング内容 
選定事業者によるセルフモニタリングを活用したモニタリング等の実施手順（要求性能確
認報告書の記載事項や提出時期等）、業務評価・基準、業務の改善要求措置、モニタリン
グ結果の通知方法等について記載する。 

■ 維持管理・運営業務のモニタリング 
・ 基本的考え方 
選定事業者が行うセルフモニタリング計画の位置づけや発注者が行うモニタリング事項
等を明確にする。 

・ 発注者のモニタリング内容 
選定事業者によるセルフモニタリングを活用したモニタリングの実施手順（業務報告書の
記載事項や提出時期、事故発生時の連絡方法等）、業務評価・基準、業務の改善要求措置
等、モニタリング結果の通知方法等について記載する。 

■ サービス対価の支払方法等 
サービス対価の算定方法、執行時期、猶予期間等について記載する。 

 

２－２．リスクワークショップの開催（適宜）・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者は想定される事業リスクを検討するため、アドバイザーと共にリスクワークショッ

プを開催することが望ましい。 

リスクワークショップの中では、アベイラビリティの確保に関するリスクの洗い出し、リ

スク分担表の作成とリスクをマネジメントするモニタリング手法の検討を行う。 

アベイラビリティの確保ができていない例として、庁舎で｢○○室が使用できない｣という

場合には「ドアが壊れる」「天井が落ちる」等の想定されるリスクを洗い出し、その要因ごと
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に発注者と事業者でリスク分担する。事業者は「ドアが壊れる」というリスクに対して、｢月

○回の定期点検｣によってリスクをマネジメントする。その事業者によるセルフモニタリング

結果を発注者がモニタリングするといった内容になる。 

検討にあたっては、同種施設の過去の事故事例等を収集し、その際のモニタリングがどの

様に行われたのかを参考とすることも考えられる。 

 
【検討内容の例】 
実施方針策定段階におけるリスクに係る検討内容は、特にアベイラビリティの確保につながる
リスク抽出・分担表の作成が中心。 

● サービス受益者の安全性を確保するためのリスクの洗い出し 
● 不可抗力や事業性に関するリスクの洗い出し 
● リスク分担表に記載するリスクの具体化 

 
 
【リスクワークショップの方法の例】 
一般的に、ワークショップとは、参加者同士による調査・研究や討論等の作業を通じながら、
前向きなアイディアや意欲を引き出し、お互いの考え方や立場の違いを学び合いながら、テーマ
に基づく提案等をまとめる手法のことを言う。 
例えば、実施方針策定段階のリスクワークショップでは、ＰＦＩ事業の関係部署を一堂に会し
て、事前に調査した同種施設の事故・問題等の事例を紹介したり、専門家による事業リスクに関
する基調講演等を行うことにより、参加者全員の事業リスクに対する基礎知識レベルの統一化を
図る。その後、安全性・経済性・リスク分担等のテーマごとにリスクに関する意見交換を行い、
出てきた意見を項目ごとに分類した上で、一覧表にする等が有効である。最後に、発注者とアド
バイザーは、リスクワークショップで提案された事業リスクに対する予防策やリスク分担表等に
ついてとりまとめを行う等の方法が考えられる。 
 
 

２－３．実施方針及びモニタリング計画案の作成・公表・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

リスクワークショップを踏まえて具体的にしたモニタリング計画案を、実施方針公表時に

事業者に対して提示する。 
事業者にモニタリング計画案を踏まえた創意工夫のある提案をしてもらうためには、この

段階において、事業者にモニタリング内容を十分認識してもらうことが必要であり、モニタ

リング計画案の内容を発注者から可能な範囲で詳細に記載し、公表していくことが理想であ

る。 

 

２－４．実施方針等に対する質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者・事業者＞ 

発注者は公表した実施方針及びモニタリング計画案、入札公告資料案等について、事業者

と意見・質疑等を行い、必要に応じて内容を修正する（Ⅲ-16頁３－１参照）。 
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発注者 
発注者以外の関係者 

事業者 

③事業者等の評価・選定・公表 

モニタリング計画案 

に対する質疑 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 

３．事業者の募集・選定段階 

 

【要点】 

 発注者は事業者との質疑応答を踏まえてモニタリング計画案を修正し、モニタリング方

法及びモニタリング内容、サービス対価の支払、業務改善要求措置等について、入札公

告と同時に公表することが重要である。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

３－１．モニタリング計画案の修正・公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者は実施方針公表時に作成したモニタリング計画案を含む入札公告資料案について、

事業者の意見を踏まえて精査し、入札公告資料として、要求水準書、事業契約書案、モニタ

リング計画案等を作成する。 
モニタリング計画案では、２－１．のとおり、モニタリング方法及びモニタリング内容、

サービス対価の支払、業務改善要求措置等について記載する。なお、契約後、事業期間中に

おいて発注者の責任によりモニタリング内容を変更した場合には、選定事業者と協議の上、

そのモニタリングに係る必要経費についても変更できるように要求水準又は契約書等に規定

しておくことが重要である。 
 

３－２．入札公告資料等に対する質疑応答・・・・・・・・・・・・・・＜発注者・事業者＞ 

発注者は入札公告資料に対する事業者からの意見・質疑について回答するとともに、入札

公告資料等に反映すべき事項について整理する。 

なお、モニタリング計画案において、維持管理・運営業務の評価指標にＫＰＩの考え方等

を適用する場合には、指標が直接的に支払額に影響するため、要求水準と指標の考え方、代

替案の事業者からの提案等も含め、事業者との協議・調整が重要になる。 

実施方針等に対する質疑応答 

①モニタリング計画案の修正・公表 

・ 要求水準書、事業契約書案の作成 
・ 事業者との質疑応答を踏まえ、モニ

タリング計画案を修正 

事業者等の募集(入札公告) 

事業提案書の提出 

②入札公告資料に対する質

疑応答 
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３－３．事業者の評価・選定・公表・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者・事業者＞ 

発注者は事業者が提案した事項において、新たな事業リスクが生じていないか把握すると

ともに、その事業リスクに対してどの様にモニタリングしていくのかについて手法を検討し

ておく必要がある。 

このため、事業提案書に関するヒアリングの際に、事業リスクに対する事業者の考え方、

モニタリング方法等について確認し、整理しておくことも有効である。 

 

【ヒアリングで確認する内容の例】 
事業者が提案した事項等に関するリスクについて、発注者と事業者とで共通認識を構築する。 
● 提案特有のリスクとその対応策 
● 施設の安全対策に対する考え方 
● モニタリング方法・内容の確認 
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事業者等の 

評価・選定・公表 

発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

事業者 

金融機関、利用者等第三者 

事業契約（協定）等の締結等 

提案内容に基づく事業契約書の修正 
・ 見直した事業リスク、モニタリング
計画に基づき、減額項目・基準等の
見直し 

契約事項の確認 

b.リスク見直し 

①リスクワークショップの開催 

（適宜） 

・ 提案内容書に基づいて事業リスク

を見直し、モニタリング計画及び減

額項目・基準等を設定 

 

③金融機関と発注者との直接

協定の締結 

②セルフモニタリング計画案

の作成・提出 

４．事業者の選定後、事業契約段階 

 

【要点】 

 発注者は事業契約等の締結までに、選定事業者の提案に関する事業リスクを抽出し、リ

スク分担とモニタリング手法を決定した上で、モニタリング計画に反映させる必要があ

る。 

 この時点では、特に、設計モニタリング及び建設モニタリングの方法及びモニタリング

内容、サービス対価の支払、業務改善要求措置等について事業者と協議し、決定してお

くことが重要である。 

 事業契約締結時には、金融機関との直接協定を締結するケースが多いことから、その場

合には発注者・金融機関の両者で情報交換する内容や方法を直接協定にて定めておく必

要がある。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

事業者が選定されてからは、発注者は入札公告で示した事業契約書、モニタリング計画案

等について、事業者の提案を踏まえて契約内容を追記・修正するほか、セルフモニタリング

計画を事業者と協議、決定し、モニタリング計画に反映する等の作業を行う。 

 

４－１．リスクワークショップの開催・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者・事業者＞ 

発注者は事業者を選定した後に事業者とリスクワークショップを開催する。 

ここでは、事業者の提案に起因するリスクで、入札公告時に示されるリスク分担表から漏

れているリスクを拾い上げ、当該リスクの分担とモニタリング手法について検討し、モニタ

リング計画案に反映させることが目的である。特に、モニタリング計画案のうち、重大な事

業リスク、減額システム、判断基準等へ反映すべき事項がないか、発注者と事業者で確認す

る必要がある（検討手法についてはⅢ-15頁参照）。 

②セルフモニタリング計画案の確認 
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４－２．セルフモニタリング計画案の作成・提出／確認・・・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

選定事業者は、提案内容、リスクワークショップの協議内容及びモニタリング計画案で規

定しているセルフモニタリングの位置付け（Ⅲ-14頁参照）等を踏まえて、セルフモニタリ

ング計画案を作成し、発注者に提出する。発注者はセルフモニタリング計画案を確認した上

で、セルフモニタリング計画として管理することになる。 

このセルフモニタリング計画には、要求性能確認計画書、長期業務計画書及び年間業務計

画書等の各計画書の位置付けと内容が記載されている。具体的には、セルフモニタリング計

画の中で、要求性能確認計画書として、設計・建設段階に行うセルフモニタリングの内容及

び発注者への提出時期等を明記するほか、長期業務計画書や年間業務計画書として、維持管

理・運営段階における日常的なセルフモニタリングや定期的なセルフモニタリングの内容と

方法及び発注者への提出時期等を明記する。 

 

表 セルフモニタリング計画で明確にすべき事項 

事業段階 セルフモニタリング項目 

設計・建設段階 要求性能確認計画書 

長期業務計画書 

年間業務計画書 

その他 

維持管理・運営段階 

 

・記載事項及び提出時期等を明確にする。 

・提案内容に基づき、セルフモニタリングに追加する提案

があればセルフモニタリング計画に反映する。 

・リスクワークショップにより新たなリスクをモニタリン

グする必要性が生じた場合にはセルフモニタリング計

画に反映する。（重大なリスクの場合にはモニタリング

計画（発注者側）に反映する） 

 

モニタリング計画、セルフモニタリング計画等の位置づけについては、以下のとおりであ

る。 

 

表 モニタリング計画、セルフモニタリング計画等の作成・確定段階とその位置づけ等 

作成・確定時期 計画等の名称・内容 作成者 

事業者の募集・選定

段階～事業契約段階 

モニタリング計画 ・発注者が行うモニタリング内容やサービ

ス対価の支払方法を明記する。 

・セルフモニタリングとの関係やセルフモ

ニタリング計画の作成が明記される。 

発注者 

事業契約段階 セルフモニタリング

計画 

・設計・建設、維持管理・運営時に行うセ

ルフモニタリング項目、内容、作成資料

等について規定される。 

・要求性能確認計画書や長期業務計画書、

年間業務計画書等の関係書類との関係が

明記される。 

選定事業者 

設計段階の要求性能

確認計画書 

・セルフモニタリング計画の詳細版として

設計段階の直前に作成するもの。 

・これを基にセルフモニタリングが行われ

る。 

・設計段階の要求性能確認報告書が位置付

けられる。 

選定事業者 事業契約段階～設計

段階 

設計段階の要求性能

確認報告書 

・設計段階のセルフモニタリング結果が記

載される。 

選定事業者 
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建設段階の要求性能

確認計画書 

・セルフモニタリング計画の詳細版として

建設段階の直前に作成するもの。 

・これを基にセルフモニタリングが行われ

る。 

・建設段階の要求性能確認報告書が位置付

けられる。 

選定事業者 設計段階～建設段階

以前 

建設段階の要求性能

確認報告書 

・建設段階のセルフモニタリング結果が記

載される。 

選定事業者 

業務仕様書 ・維持管理・運営段階の要求水準を満足す

る業務内容を明確にするために、具体の

仕様を記載するもの。 

・維持管理・運営段階のセルフモニタリン

グ項目、内容、作成資料等が位置付けら

れる。 

選定事業者 

（発注者と

の協議を要

しない） 

建設段階～維持管

理・運営段階 

長期業務計画書 ・セルフモニタリング計画の詳細版として

維持管理・運営段階の直前に作成するも

の。 

・年間業務計画書及び業務報告書が位置付

けられる。 

選定事業者 

年間業務計画書 ・年度開始前までに１年間で行うセルフモ

ニタリング項目・内容について作成する

もの。 

・これを基にセルフモニタリングが行われ

る。 

・業務報告書（日報、月報、年間業務報告

書等）の記載事項や様式が位置付けられ

る。 

選定事業者 維持管理・運営段階

以降 

業務報告書 ・維持管理・運営段階のセルフモニタリン

グ結果が記載される。 

選定事業者 

 

４－３．金融機関と発注者との直接協定の締結・・・・・・・・・・・＜発注者・金融機関＞ 

発注者は金融機関と直接協定（Ⅲ-3頁参照）を締結する際には、定期的又は随時に、金融

機関と協働しながら選定事業者をモニタリングし、両者で情報交換や協議ができるように、

例えば、「７－６．金融機関との直接協定による定期的な連携」、「７－７．金融機関との直接

協定による緊急時の連携」、「10.財務状況等に関するモニタリング」等の内容を直接協定の中

で規定しておくことが望ましい。 
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発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

選定事業者 

金融機関、利用者等第三者 

事業契約（協定）等の締結等 

５．設計段階 

 

【要点】 

 発注者は選定事業者が作成する設計段階の要求性能確認計画書に基づき、設計モニタリ

ングを実施する。設計モニタリングで重要なことは、 

・ 事業契約締結後に関係者間で協議し、定期的に選定事業者と協議できる場を構築でき

ているか 

・ 要求性能確認計画書等で規定された諸手続きが遵守されているか 

を確認することである。 

 また、発注者による基本設計・実施設計の完了検査時には、要求性能確認報告書（施設

整備に関する要求水準を全て満足されているか容易に確認できる資料）により設計モニ

タリングを行う。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 

５－１．設計段階の要求性能確認計画書の作成・提出／確認・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

選定事業者は、セルフモニタリング計画に基づき、設計の内容が要求性能を満足している

かを確認する方法と時期を記載した要求性能確認計画書を設計開始前に作成し、発注者の確

認を受ける。この要求性能確認計画書は、設計段階のセルフモニタリング体制、セルフモニ

タリング項目・方法、セルフモニタリング工程の概要及び発注者の確認事項等を示すもので

あり、発注者が要求性能を容易に確認できる方法を定めた計画書となるようにする。 

 

②関係者間の協議（適宜開催） 

①設計段階の要求性能確認計

画書の作成・提出 

・ 基本設計図書及び実施計

画図書の提出時期を設定 
・ 要求水準の設計図書への

反映状況の確認方法とそ

の時期を設定 

基本・実施設計図書の確認 基本設計 

実施設計 

基本・実施設計図書の作成・

提出 

ｃ.リスク把握 

④金融機関による財務状況に

対するモニタリング 

③要求性能確認報告書の作

成・提出 

③要求性能確認報告書の確認 

①設計段階の要求性能確認計画書の確

認 

設計段階のモニタリング計

画の修正・確定 
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【設計段階における要求性能確認計画書の記載事項の例】 
１．設計段階のセルフモニタリング体制 
２．設計段階のセルフモニタリング項目及びその方法、確認時期 
３．設計段階のセルフモニタリング工程 

 
５－２．関係者間の協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者と選定事業者は、事業契約締結後に適宜協議の場を設け、設計段階の要求性能確認

計画書の確認、設計図書及び要求性能確認報告書の確認を行うほか、設計変更等に伴う新た

なリスクが発生する場合には、必要に応じてモニタリング計画の変更を行う。 

 
５－３．要求性能確認報告書の作成・提出／確認・・・・・・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

発注者は、選定事業者が要求性能確認計画書に従い実施するセルフモニタリング結果（要

求性能確認報告書等・Ⅲ-6頁参照）と設計図書等を基本設計終了時、実施設計終了時に確認

する。 

 

５－４．金融機関による財務状況に対するモニタリング・・・・・・・・・・・＜金融機関＞ 

金融機関は、財務状況の健全性について、選定事業者が作成した収支計画等の財務関係資

料によりモニタリングする。 
また、金融機関は選定事業者が設計した施設内容及び価格が事業提案時と相違ないかをモ

ニタリングする。これは、設計段階で整備内容や設計価格が事業提案書から大きく逸脱して

いる場合に、実際の建設、維持管理・運営段階で選定事業者の財務状況に影響がないかを確

認するためである。 
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発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

選定事業者 

金融機関、利用者等第三者 

工事完了 

現場への立ち会い、打合せ 

・ 選定事業者の求めに応じて現場の

立会い、打ち合わせを実施 

完了検査等 

(建築基準法等) 

④発注者による工事完了検査等 

中間検査等 

(建築基準法等) 

②関係者間の協議（適宜） 

工事開始 

ｄ.リスク把握 

③要求性能確認報告書の

作成・提出 

①建設段階の要求性能確認計

画書の作成・提出 

・ 建設工程及びモニタリン

グ時期等を設定 
・ 要求水準達成状況の確認

方法とその時期を設定 

施工図・設計変更報告 

工事状況（工事検査・試験等）

等の報告 

中間検査・完了検査（建築基

準法による、もしくは施工監

理者による検査）の報告 
  原則、施工監理者が管理

し、必要に応じて発注者の立

会いを要請する 

⑤金融機関による財務状況に

対するモニタリング 

６．建設段階 

 

【要点】 

 発注者は選定事業者が作成する建設段階の要求性能確認計画書に基づき、建設モニタリ

ングを実施する。建設モニタリングで重要な事項は、 

・ 要求性能確認計画書等で規定された諸手続きが遵守されているか 

・ 発注者と関係者間との協議により建設時における新たな事業リスクが生じていないか 

を確認することである。 

 また、発注者による完了検査時には、要求性能確認報告書（要求水準を全て満足してい

るか容易に確認できる資料等）により建設モニタリングを行う。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③要求性能確認報告書の確認 

①建設段階の要求性能確認計画書の確

認 

建設段階のモニタリング計

画の修正・確定 
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【解説】 

６－１．建設段階の要求性能確認計画書の作成･提出／確認・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

選定事業者は、セルフモニタリング計画に基づき、工事の内容が要求性能を満足している

か確認する方法と時期を記載した要求性能確認計画書を工事着工前に作成し、発注者の確認

を受ける。この要求性能確認計画書は、建設段階のセルフモニタリング体制、セルフモニタ

リング項目・方法、セルフモニタリング工程の概要及び発注者の確認事項等を示すものであ

り、発注者が要求性能を容易に確認できる方法を定めた計画書となるようにする。 
 
【建設段階における要求性能確認計画書の記載事項の例】 

１．建設段階のセルフモニタリング体制 
２．建設段階のセルフモニタリング項目及びその方法、確認時期 
３．建設段階のセルフモニタリング工程 

 
６－２．関係者間の協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者は関係者間の協議を必要に応じて（原則、定期的に）開催する。 
主にセルフモニタリングの報告・確認を行うことになるが、実施設計図書に基づき施工し

ていく中で、設計変更等が生じた場合に、新たな事業リスクが生じていないかといった施設

整備に係るリスクの把握やモニタリング手法等についても確認することが重要である。 

 
【検討内容の例】 

● 建設モニタリングの報告・確認 
● 施設整備に係るリスクの把握に関する発注者と選定事業者との共通認識の構築 
● 維持管理・運営中の安全に係るモニタリング、要求改善措置等についての協議 

 
６－３．要求性能確認報告書の作成･提出／確認・・・・・・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

発注者は、選定事業者が要求性能確認計画書に従い実施するセルフモニタリング結果（要

求性能確認報告書等・Ⅲ-6頁参照）を確認することになる。 
建設段階においての留意点として、ＳＰＣから委託された建設会社が施工だけでなく、施

工監理も含めて実施するような場合には、第三者機関のチェックが働かないため、施設の安

全性確保よりもコスト削減へ向かう可能性がある。その様なリスクを回避するために、施工

及び施工監理をＳＰＣから委託された建設会社のみに任せるのではなく、施工者と施工監理

者を異なる企業にすることで選定事業者の構成員間で相互監視できるようにする方法や、施

工監理費用を事業者が負担して発注者の管理のもとに中立的な第三者機関へ施工監理を行わ

せる方法等が考えられる。 
この場合、発注者は要求水準の中で第三者のチェック体制について規定するか、当該リス

クの責任を負う事業者をリスク分担表で明確にし、選定事業者にリスク回避の方策を提案さ

せるなどの対応が考えられる。 
 

６－４．発注者による工事完了検査等・・・・・・・・・・・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

発注者による工事完了検査等については、事業契約書の規定に基づき行うものとするが、

検査員（又は監視員）が現状に至るまでの経緯について十分に把握できるように施工担当者

等から説明させる等、発注者は選定事業者に対し、検査等が円滑に進むように対応させる必

要がある。 
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【機器の備品等の性能検査】 

機器の備品等の性能検査については、選定事業者が要求性能確認計画書に従い行うものと

する。発注者は検査結果が要求水準、事業提案書等に合致しているか、選定事業者が作成・

提示した要求性能確認報告書又は立ち会いによって確認を行う。 

 

６－５．金融機関による財務状況に対するモニタリング・・・・・・・・・・・＜金融機関＞ 

金融機関等は、財務状況の健全性について、選定事業者が作成した収支計画等の財務関係

資料をモニタリングする。 

また、金融機関は選定事業者が整備した内容と建設費が、事業提案時と相違がないかをモ

ニタリングする。これは、選定事業者が整備した内容と建設費が事業提案時から大きく逸脱

している場合に、維持管理・運営段階における選定事業者の財務状況に影響がないかを確認

するためである。 
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発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

選定事業者 

金融機関、利用者等第三者 工事の完了 

７．維持管理・運営段階 

 

【要点】 

 維持管理・運営段階のモニタリングは選定事業者が実施するセルフモニタリングを基本

とし、発注者の関与はできるだけ控えることが理想であり、セルフモニタリングが適切

に行われているか、という視点で確認することが望ましい。 

 選定事業者は供用開始までに、業務仕様書及び業務計画書を作成し、発注者と協議し確

定させるとともに、発注者は業務仕様書及び業務計画書等を踏まえ、選定事業者とモニ

タリング計画の詳細について協議し確定させる必要がある。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務日報、業務報告書の確認 

業務改善が必要な場合の

報告と対応 

・ 要求性能等の確保が困

難となった場合には、発

注者に報告し、業務改善

計画を提出 

業務改善要求措置 

・ モニタリングにより要求性能等が
満足していないと判断した場合に

は発注者が介入 

⑥金融機関との直接協定による定期的

な連携 

・ 事業収支状況等の確認 

・ モニタリング結果等の交換等 

①業務計画書の確認 

③関係者間の協議（適宜） 
e.ﾘｽｸ把握 

⑦金融機関との直接協定による緊急時の

連携 

・ 改善要求措置時の金融機関への通知 

・ 対応に関する協議等 

セルフモニタリングの実施 

④満足度調査の実施 

②維持管理・運営段階の 

モニタリング計画の 

作成・確定 

①業務仕様書及び長期業務計画書の確

認 

日
常
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

随
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

サービス対価の支払い 

減額基準等の修正 

業務改善要求措置 業務改善の実施 

供用開始 

：適宜 
：必要に応じて 

業務日報、業務報告書の提出 

・ 業務日報及び業務報告書
の内容については選定事

業者の提案による 

事業収支状況等の報告 

①年間業務計画書の作成・提出 

・ 長期業務計画書を年度ごと

に細分化した計画書を提出 

①業務仕様書及び長期業務計

画書の作成・提出 

⑤金融機関による財務監視 

（キャッシュフロー等） 
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【解説】 
７－１．業務仕様書及び長期業務計画書（年間業務計画書）の作成・提出／確認 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者・選定事業者＞ 

選定事業者は、セルフモニタリング計画に基づき、維持管理・運営を開始する前までに、

維持管理・運営段階の業務仕様書を作成する。この業務仕様書は、選定事業者が実施する維

持管理・運営業務の内容を具体的に明文化したものであり、発注者の確認を要することなく、

選定事業者が独自に作成するものである。 
 

【業務仕様書の記載事項の例】 
・維持管理業務 
維持管理業務の全般（業務実施体制、業務の進め方、緊急時等の対応、長期修繕計画等） 
維持管理業務の個別業務詳細（建築物の保守・点検・修繕業務、建築設備運転・監視業務、
清掃業務、警備業務等） 

・運営業務 
運営業務の全般（業務実施体制、業務の進め方、緊急時等の対応、設備更新計画等） 
運営業務の個別業務詳細（○○業務、○○業務等） 

 

選定事業者は業務仕様書及びセルフモニタリング計画を踏まえ、事業期間全体における業

務実施体制やセルフモニタリングの報告内容、提出時期等を記載した長期業務計画書を作成

し、発注者と協議の上、決定する。 
 

【長期業務計画書の記載事項の例】 
・業務実施体制、業務管理体制、非常時･災害時の対応及び体制、各業務の責任者等 
・業務提供内容及び実施方法 
・業務報告の内容及び時期、監視方法、判断基準等（セルフモニタリング） 
・事業期間中の長期・中期修繕の実施時期及び内容 
・その他業務計画上必要な事項 

 
また、選定事業者は 1 年間に実施する維持管理・運営業務の内容について記載した年間業
務計画書を各年度が始まる前までに作成し、発注者と協議の上、決定する。この際、長期業

務計画書において修正事項等があれば、年間業務計画書にも反映させることになる。 
 

【年間業務計画書の記載事項の例】 
・業務内容及び実施方法の詳細 
・業務日程及び業務時間帯 
・業務従事者の名簿 
・その他業務計画上必要な事項 

 

なお、業務報告書の内容については選定事業者の提案に委ねるが、業務中に発生した問題

の内容及びその件数やヘルプデスク5）に寄せられた苦情の件数については、発注者に必ず報

告するよう、モニタリング計画に記載しておく必要がある。 

                                                   
5) 要求水準未達の場合にサービス受益者（施設利用者）等から連絡を受けて、対応すべき選定事業者等

への連絡を行うサービスを提供する機関で、選定事業者が任意に設置するものをいう。 
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７－２．維持管理・運営段階のモニタリング計画の作成・確定・・・＜発注者・選定事業者＞ 

発注者はモニタリング計画案や業務仕様書、長期業務計画書を基に、選定事業者と協議し

て、維持管理・運営段階におけるモニタリング手法、モニタリング項目の重み付け、評価基

準、業務改善要求措置、サービス対価の支払方法等を記載したモニタリング計画の最終設定

を供用開始までに行う。減額ポイントの設定方法やサービス対価の反映方法はⅢ-39頁以降

に詳述する。 

ただし、モニタリング計画の大枠については事業契約段階で既に決定していることから、

この段階ではその詳細な条件設定を発注者と選定事業者で取り決めることに重点が置かれる。 

 

【モニタリング計画・目次の例】 
■ 基本的考え方 
・選定事業者のセルフモニタリングの位置づけ 
・発注者のモニタリング事項 

■ 発注者のモニタリング内容 
・モニタリングの実施手順 
・業務評価・基準 
・業務改善要求措置 
・モニタリング結果の通知方法 

■ サービス対価の支払方法等 
・サービス対価の算定方法 
・執行時期 
・猶予期間 

 

 

これらモニタリング計画と要求性能、発注者、選定事業者が行うモニタリングとの関係を

次頁に図示する。 
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図 要求性能、モニタリング計画及びモニタリングの関係 

維持管理・運営業務のモニタリングの視点 

要求水準の作成 

 

 

    連動 

 

アベイラビリティの確保・パフォーマンスの確保 

 

 

 

発

注

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選

定

事

業

者 

≪要求性能≫ 

・維持管理業務 

建屋維持管理業務 

清掃業務 

警備業務 

・運営業務 

○○ｽﾍﾟｰｽ企画運営 

 □アベイラビリティの確保 

□パフォーマンス 

施設が利用できてい

るか、猶予時間内で回

復したか等で評価 

施設利用に影響する問題等

が発生していないか 

 
問題の発生件数及び

その対応等で評価 

a.問題等の発生の件数 

・問題等が頻繁に発生してい

ないか 

満足度の推移や低い

場合の対応等で評価 

c.満足度調査 

・サービス受益者等が不満を

持っていないか 

サービス受益者から

の苦情内容や苦情へ

の対応等で評価 

d.苦情等の件数 

・サービス受益者等からの苦

情が頻繁に出ていないか 

周辺施設・同種施設の

利用料金・利用者数等

とサービス内容との

バランスで評価 

e.周辺施設・同種施設との乖

離 

・周辺施設・同種施設との乖

離が大きくないか 

目標値の達成度や低

い場合の対応等で評

価 

b.施設利用者数 

・目標値とする利用者数を達

成できているか 

□パフォーマンスの確保 

業務仕様書の作成 

要求水準に基づき、選定

事業者は施設の点検・メ

ンテナンスを含めた業

務仕様書を作成する。 

業務報告書等の 

作成・提出 

・ 問題の発生内容や

件数 

・ 利用者数 

・ 苦情の内容や件数 

・ 次年度までに改善

が必要な事項 

・ その他選定事業者

の提案による事項 

セルフモニタリング 

サービスの提供 

業務計画書等に基づ

き、業務を実施する。 

業務計画書等の作成 

長期業務計画書、年間

業務計画書を作成・提

出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発

注

者 

≪モニタリング計画≫ 

■設計･建設業務のモニタリング 

基本的考え方／発注者のモニタリング内容 等 

 

■維持管理・運営業務のモニタリング 

基本的考え方／発注者のモニタリング内容／サービス対価

の支払い方法 等 
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７－３．関係者間の協議（適宜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者は業務日報や業務報告書の提出時期のほかにも、関係者間の協議を継続的に開催す

る。その中では、維持管理・運営業務において発生した問題把握とその対応について協議す

ることになるが、供用開始初年度については、ヘルプデスクからの報告等を含め、発生した

問題、抽出されたリスク、対価の支払等への対応をどの様に行うのかについて、頻繁に確認

することが重要である。また、維持管理・運営業務の実施に伴う危機管理への対応について

は、危機管理マニュアルの作成や危機管理に対する訓練・教育等を行うこと等を確認してお

くことが重要である。 

 

【検討内容の例】 
■ 維持管理・運営開始後の実態に基づいたリスク把握と対応の検討・確認 
・維持管理・運営の実践から抽出された問題とそのリスクの把握 
・抽出されたリスクへの対応方法 
・抽出された問題を踏まえた対価の支払の確認 

■ 維持管理・運営業務の実施に関する危機管理への対応 
・危機管理への対応マニュアル・訓練・教育 等 

 

７－４．満足度調査の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者が主体的に実施するモニタリングとして満足度調査がある。満足度調査はＫＰＩの

１つとして活用するものであり、調査結果の具体的な活用方法はⅢ-42頁に詳述する。 

満足度調査については、発注者は入札公告段階でアンケート内容の雛形を作成し、選定事

業者に提示することが望ましい。具体的な満足度調査のイメージを以下に例示する。 

 

表 満足度調査（例：庁舎等） 

評価 １：大いに感じる ２：感じる ３：どちらともいえない ４：ほとんど感じない ５：感じない 

 評価 

■執務環境について  

【問１】執務室が汚れていると感じることがありますか。  

【問２】トイレや洗面所、廊下等が汚れていると感じることがありますか。  

【問３】執務スペースのレイアウトが良くないと感じることがありますか。  

【問４】清掃業者、警備員等の態度が良くないと感じることがありますか。  

【問○】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

【問○】その他執務環境で問題があれば具体的にご記入ください。  

■執務効率について  

【問１】清掃等が執務の邪魔に感じることがありますか。  

【問２】執務室の照明・温度管理等に支障を感じることがありますか。  

【問○】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

【問○】その他執務効率で問題があれば具体的にご記入ください。  

 

満足度調査は、発注者がサービス受益者を対象に実施するものであり、対象者を抽出しア

ンケート票若しくは電子メール等によって実施するほか、ホームページ等を活用して自由ア

ンケートを実施する等の方法が想定される。基本的には、一定数（無差別抽出）を対象に一

定の手法でアンケート調査を実施し、その経年変化をモニタリングする。 

満足度調査結果を活用した評価方法については、初年度に実施した調査結果を踏まえて、

個々のアンケート項目に対する満足度を数値化し、基準（ベンチマーク）となるものを発注
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者と選定事業者で協議・決定する。その基準値に対して、次年度以降にどこまで達成できて

いるか否かについて確認する。 

 

７－５．金融機関による財務監視・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜金融機関＞ 

金融機関による財務状況のモニタリングは、財務に関する書類（財務諸表、収支計画等）

の精査に加え、いわゆるキャッシュウォーターフォール管理の手法により、実際の資金の流

れをリアルタイムで把握し、個別の収入・収支について、時期や金額の妥当性を検証するこ

と等によって行われる。 
発注者は、サービス対価の支払にあたって、要求水準の達成状況等をチェックし、未達の

場合にはその対価を減額する等の措置をとることになる。特に、ＢＯＴ事業については、選

定事業者が施設を所有しながらサービス提供を行っていくことから、サービス提供を行う上

で施設整備費と維持管理・運営費は一体不可分であると考え、サービス提供の結果として生

じる減額措置の適用対象に施設整備費相当分を含める「ユニタリーペイメント」を導入し、

金融機関のモニタリングに関する役割を、より適切に発揮させる環境を整えることも検討す

る必要がある。（Ⅱ-71頁参照） 
 

７－６．金融機関との直接協定による定期的な連携・・・・・・・・・＜発注者・金融機関＞ 

発注者及び金融機関は、直接協定（Ⅲ-3頁参照）を締結しているメリットを活かし、定期
的又は随時に、選定事業者の事業遂行状況や財務状況等について情報交換や協議を行うこと

が重要である。 
そのためには直接協定において規定を設け、スムーズに情報交換等ができるようにするこ

とも重要である。例えば、サービス対価減額時、改善措置発動時や事業契約解除事由が発生

する可能性がある時は、発注者から金融機関に対して通告を、また、融資契約上の期限の利

益喪失事由が発生する可能性がある時は、金融機関から発注者に対して通告を義務付けるこ

と等が考えられる。こうした通告規定を設けることにより、発注者も選定事業者の財務状況

悪化時等に、いち早く実態を把握することができるようになる。 

 

７－７．金融機関との直接協定による緊急時の連携・・・・・・・・・＜発注者・金融機関＞ 

ＰＦＩ事業の安定性や継続性に懸念が生じた場合等に、発注者は直接協定を活用し、金融

機関と協議することで、対象となる公共サービスが停止されることのないように、早期段階

で業務改善を促すことが重要である。 
 
７－８．外部機関等による監査・検査 

維持管理・運営段階に入った後に行われることが多いが、外部機関による監査・検査等が

行われる場合には、発注者は発注者の責任において、要求性能確認報告書等の関係資料を提

示・説明し、ＰＦＩ事業の仕組みを適切なプロセスに則り構築し、事業段階ごとに適切かつ

確実に実行したことを証明することになる。 
この際、発注者は選定事業者に負担が生じないようにすることが重要である。 
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発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

選定事業者 

維持管理・運営 

事業の終了 

②完成図書等の引渡資料の確認 

・ 施設の保全に関する資料及びその

他施設の引渡しに必要な資料の確

認 

①完成図書等（維持管理保管

段階の変更内容を含む）の

引渡資料の提出 

・ 事業の終了後も使用する

BTO、BOTの場合には、
完成図書を提出 

・ 施設の保全に関する資料

及びその他施設の引渡し

に必要な資料を提出 

８．事業の終了段階 

 

【要点】 

 事業終了時のモニタリングでは、発注者は施設の性能が要求水準を引き続き満たしてい

るかどうかを確認する。 

 事業契約終了後、継続して発注者が使用するようなＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式の場合には、

事業終了時に施設がどの様な状況にあるのか、現状の図面や維持管理修繕の履歴等の資

料全てを選定事業者から提示させて引渡しを受けることが重要である。 

 発注者は、事業終了後にどの様に維持管理していくのかについて、早期段階から選定事

業者と協議し、その対応策について決定しておくことが重要である。 

 

【モニタリング実施フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

８－１．完成図書等の引渡資料の提出（ＢＯＯは除く）・・・・・・・・・・＜選定事業者＞ 

選定事業者は事業契約書の規定に従い、事業終了時に、施設の現状及びこれまでの維持管

理修繕の履歴が確認できるような資料として、事業着手から事業終了までに発注者に提出し

た資料を整理すること等により、完成図書を作成し、発注者に提出する。 

また、選定事業者は事業終了時に、今後、施設を管理・保全していく上で留意すべき事項

を記載した資料も発注者に提出する。 

 

８－２．完成図書等の引渡資料の確認（ＢＯＯは除く）・・・・・・・・・・・・＜発注者＞ 

発注者は選定事業者が作成した資料について説明を求め、要求水準を満足しているかを確

認する。事業終了後、施設を引き続き使用する場合は、隠れた瑕疵がないか等、施設の安全

性について十分把握できるように努めることが重要である。 

※ＢＯＯ方式の場合には、更地にて発注者に戻すため、更地の状況を確認するのみ。 
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事業契約（協定）等の締結等 

● 提案内容に基づく事業契約書の修

正 
・ 見直した事業リスク、モニタリング
計画に基づき、減額項目・基準等の
見直し 

b.リスク見直し 

● リスクワークショップの開催 

（適宜） 

・ 提案内容書に基づいて事業リスク

を見直し、モニタリング計画及び減

額項目・基準等を設定 

 

事業者等の 

評価・選定・公表 

● 金融機関と発注者との直

接協定の締結 

● モニタリング計画案に対

する質疑 

● モニタリング計画案に対

する質疑 

● セルフモニタリング計画

案の作成・提出 

● 契約事項の確認 

９．モニタリングの実施フロー（詳細） 

発注者及び選定事業者、金融機関等が行うモニタリング実施フローをまとめると以下のよ

うになる。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

● ﾘｽｸﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催（適宜） 

・ アドバイザーと協働して、アベイラ

ビリティの確保に関するリスクを

洗い出し、リスクをマネジメントす

るモニタリング手法とリスク分担

表を作成 

実施方針の策定及び公表 

実施方針等に対する 

質疑応答 

a.リスク洗い出し 

① 実施方針策定及び公表段階 

● モニタリング計画案の検討 

・ 過去の事例等を活用し、事業リスク

やモニタリング計画の考え方を整

理 

事業構想、事業手法の検討 

● 実施方針及びモニタリング計画案

の作成・公表 

・ 実施方針 
・ 要求水準書案 
・ 事業契約書案（要求水準に対応し

た減額項目・基準を記載したモニ

タリング計画案を含む） 

③ 事業者の選定後、契約前段階 

② 事業者の募集・選定段階 

● モニタリング計画案の修正・公表 

・ 要求水準書、事業契約書案の作成 
・ 事業者との質疑応答を踏まえ、モニ

タリング計画案を修正 

入札公告資料に対する 

質疑応答 

事業者等の募集(入札公告) 

事業提案書の提出 

発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

金融機関、利用者等第三者 

選定事業者 

● セルフモニタリング計画案の確認 



 Ⅲ-34 

● 施工図・設計変更報告 

● 工事状況（工事検査・試験

等）等の報告 

● 中間検査・完了検査（建築

基準法による、もしくは施

工監理者による検査）の報

告 
・ 原則、施工監理者が施工監

理し、必要に応じて発注者

の立会いを要請する 

● 現場への立ち会い、打合せ 

・ 選定事業者の求めに応じて現場の

立会い、打ち合わせを実施 

完了検査等 

(建築基準法等) 

発注者による工事完了検査等 

中間検査等 

(建築基準法等) 

● 関係者間の協議（適宜） 

● 建設段階の要求性能確認

計画書の作成・提出 

・ 建設工程及びモニタリン

グ時期等を設定 
・ 要求水準達成状況の確認

方法とその時期を設定 工事開始 
ｄ.リスク把握 

● 金融機関による財務状況

に対するモニタリング 

● 要求性能確認報告書の

作成・提出 

 
 
 
 
 

発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 
発注者以外の関係者 

金融機関、利用者等第三者 

選定事業者 

④ 設計段階 

● 関係者間の協議（適宜） 

● 基本・実施設計図書の確認 基本設計 

実施設計 

ｃ.リスク把握 

⑤ 建設段階 

● 要求性能確認報告書の確認 

● 要求性能確認報告書の確認 

建設段階のモニタリング

計画の修正・確定 

建設段階のモニタリング

計画の修正・確定 
● 設計段階の要求性能確認計画書の

確認 

● 建設段階の要求性能確認計画書の

確認 

● 設計段階の要求性能確認

計画書の作成・提出 

・ 基本設計図書及び実施計

画図書の提出時期を設定 
・ 要求水準の設計図書への

反映状況の確認方法とそ

の時期を設定 

● 基本・実施設計図書の作

成・提出 

● 金融機関による財務状況

に対するモニタリング 

● 要求性能確認報告書の作

成・提出 
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事業の終了 

● 完成図書等の引渡資料の確認 

・ 施設の保全に関する資料及びその

他施設の引渡しに必要な資料の確

認 

● 完成図書等（維持管理保管

段階の変更内容を含む）の

引渡資料の提出 

・ 事業の終了後も使用する

BTO、BOT の場合には、
完成図書を提出。 

・ 施設の保全に関する資料

及びその他施設の引渡し

に必要な資料を提出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発注者 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る事業ﾌﾟﾛｾｽ 

⑦ 事業の終了段階 

⑥ 維持管理・運営段階 

発注者以外の関係者 

金融機関、利用者等第三者 

選定事業者 

● 業務日報、業務報告書の提

出 

・ 業務日報及び業務報告書
の内容については選定事

業者の提案による ● 業務日報、業務報告書の確認 

● 業務改善が必要な場合の

報告と対応 

・ 要求性能等の確保が困難

となった場合には、発注者

に報告し、業務改善計画を

提出 

● 業務改善要求措置 

・ モニタリングにより要求性能等が
満足していないと判断した場合に

は発注者が介入 

● 金融機関との直接協定による定期

的な連携 

・ 事業収支状況等の確認 

・ モニタリング結果等の交換等 

● 金融機関による財務監視 

（キャッシュフロー等） 

● 事業収支状況等の報告 

● 年間業務計画書の確認 

● 年間業務計画書の作成・提

出 

・ 長期業務計画書を年度ごと

に細分化した計画書を提出 

● 関係者間の協議（適宜実施） e.リスク把握 

● 金融機関との直接協定による緊急時

の連携 

・ 改善要求措置時の金融機関への通知 

・ 対応に関する協議等 

● セルフモニタリングの実施 

● 満足度調査の実施 

維持管理・運営段階の 

モニタリング計画の 

作成・確定 

● 業務仕様書及び長期業務

計画書の作成・提出 
● 業務仕様書及び長期業務計画書の

確認 

供用開始 

日
常
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

随
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

業務改善要求措置 業務改善の実施 

サービス対価の支払い 

減額基準等の修正 

：適宜 
：必要に応じて 
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10．財務状況等に関するモニタリング 

 

【要点】 

 財務状況をはじめとするＳＰＣの運営に関連する事項が、事業計画どおりに達成・記載

されているかを確認することが重要である。 

 発注者は必要に応じて財政部局や外部の有識者、金融機関等と協力して、財務状況のモ

ニタリングを行うことが可能である。 

 
発注者はＰＦＩ事業の実施者であり、最終責任者であることから、ＰＦＩ事業におけるサ

ービスの提供が停止されたり、選定事業者（ＳＰＣ）が債務超過等によって事業継続が困難

になる、といった事態は回避しなければならない。そのため、発注者は選定事業者の財務状

況等をモニタリングすることによって早期段階に危機回避できるように備える必要がある。

具体的には、選定事業者の実施体制やリスク対応方法の確認、資金収支のタイムリーな状況

把握、株主総会資料等による経営状況の確認、直接協定による金融機関との情報交換等、多

様な方法により選定事業者の財務状況等について確認することである。 
これらの確認は、事業担当等部局のみでは難しい場合もあるため、財政部局や外部の有識

者、金融機関等と協力して行うことも可能である。 
 

10－１．財務状況に関するモニタリング 

発注者は、会計監査人による監査済みの財務書類等の提出を選定事業者に義務付けること

により、選定事業者の財務状況を確認する。 
これに加えて、会計数値に反映される取引が事業計画どおりに事業を遂行した結果である

かどうかや、その結果が選定事業者の財務状況を悪化させるものかどうか等の確認を行うこ

とが重要である。この際、選定事業者の財務書類では事業計画との関係が確認できない場合

には、必要に応じて、会計数値に反映される取引に関する契約書類や、選定事業者の実施体

制、リスク対応、資金収支、選定事業者の経営活動等の確認を行うことが考えられる。 
 

10－２．実施体制についてのモニタリング 

発注者は、選定事業者の定款、登記簿謄本、株主名簿や、選定事業者が締結する契約等に

より、ＰＦＩ事業の初期の段階においてＳＰＣが事業計画どおりに設立されたかどうか、業

務遂行体制が事業計画どおりに構築されたかどうかの確認を行う。 
 
10－３．リスク対応についてのモニタリング 

発注者は、選定事業者がリスク分担を図るための契約等を締結する段階において、事業計

画に提案されたリスク対応として、保険の付保であれば保険契約の内容を、業務遂行を図る

企業への移転であれば選定事業者との間で締結される契約の内容等を確認する。 
 
10－４．資金収支についてのモニタリング 

発注者は、財務書類の精査や、金融機関との連携を通じて資金収支についてのモニタリン
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グを行う。事業契約の規定にもとづいて提出される計算書類に記載された資金収支の実績値

が、事業提案当初や年次見直し時点等における計画値と整合しているかどうか、確認するこ

とがポイントである。また、直接協定（Ⅲ-3頁参照）に基づいて行われる金融機関からの情

報提供や金融機関との協議を通じて、タイムリーなモニタリングを行うことも有用である。 
 

10－５．経営についてのモニタリング 

発注者は、選定事業者の経営における重要な意思決定がなされる取締役会や株主総会の議

事録等によって、事業計画に定めのない契約の締結や、ＰＦＩ事業と関係のない契約や業務

を行っていないか等、安定的な事業の継続が困難になるような意思決定がなされていないか

どうかを確認する。 
 

10－６．金融機関等との直接協定に基づくモニタリング 

発注者と金融機関との直接協定に基づく選定事業者の財務状況のモニタリングについては、

前述（Ⅲ-26頁参照）のモニタリング実施フローの中で解説しているとおりであるが、財務

状況以外の上記モニタリングについても金融機関との協力により行う旨を協定へ反映してお

くことも有効な手法である。 
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Ⅲ－４．維持管理・運営段階のモニタリング結果とサービス対価の支払との関係 

選定事業者はセルフモニタリング結果を業務報告書として発注者に提出し、発注者は選定事

業者から提出されたセルフモニタリング結果の報告を受けて、その報告結果等において不具合、

不整合等がないかを確認する。このセルフモニタリング結果に対して、減額ポイントの付与を

行うことになるが、その手法をここで解説する。 

 

１．要求水準、モニタリング、サービス対価の支払（業務改善要求措置）の連動 

発注者は選定事業者によって実施されるサービスに対して、要求水準に基づくアベイラビ

リティ及びパフォーマンス等が実際に確保できているかを確認し、そのサービス対価を支払

うことになる。 
その際、要求水準達成に関する選定事業者へのインセンティブが働くように、選定事業者

と協議しながら、減額や増額の手法等について事業契約等に約定しておく必要がある。 
また、選定事業者から提供されたサービス内容が発注者やサービス受益者にとって重要な

部分で満足できていない状況であれば、業務改善要求措置等を行う必要がある。 
維持管理・運営段階の要求水準及びモニタリング、サービス対価の支払を連動させたモニ

タリングフローの例示は次頁のとおりである。 
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図 要求水準及びモニタリング、サービス対価の支払、業務改善要求措置が連動するモニタリングフロー（例） 

 

サービス対価の支払(例) 業務改善要求措置等(例) 

アベイラビリティの確保 パフォーマンスの確保 

①業務改善勧告（もしくは業務改善命令）が必

要か。 
②業務改善勧告が必要な場合には、 
選定事業者が業務改善計画書を提出、（提出

されない場合にはさらに減額ポイントを加

算）発注者は業務改善されているか確認。（業

務改善されていない場合には減額ポイント

を加算） 
③業務改善されていない場合には、発注者は選

定事業者に対して協力企業の変更を要請す

る。 
④さらに業務改善されない場合には、発注者は

選定事業者に対して契約の一部又は全部を

解約する。 

要求水準に基づくモニタリングの実施 

要求水準の基本方針等に基づく発注者側モニタリング（モニタリング体制の確保） 

①選定事業者の責務で施設が利用不可能になって

いるか。 
②利用できないエリアの重要度は高いか。 
③利用できないエリアは一部か、全体か。 

①ＫＰＩ等による発注者モニタリングにおい

て、例えば苦情等の件数が増加しているか。 
②初年度をベンチマークとした際に増加（悪化）

しているか。 
③長期業務計画書に定められた維持管理・運営

業務が適切に行われているか。 
④セルフモニタリングに問題は出ていないか。 

未達と判断された場合には以下の手続きに移行 

【減額ポイントの算定】 
①維持管理・運営業務全体で減額ポイントを付与。 
②当期（一期～四半期）の最低基準の減額ポイント

を超えているか。（場合によっては最低基準減額

ポイントを設定しなくても構わない） 

【減額・増額ポイントに基づくサービス対価の支払

い】 
①減額・増額ポイントに基づきサービス対価の減

額・増額を算定。 
②①を踏まえたサービス対価を発注者から選定事

業者に支払う。 

減額 

ﾎﾟｲﾝﾄ 
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２．アベイラビリティの確保 

以下では「アベイラビリティの確保」及び「パフォーマンスの確保」に関する具体例を示

しながら、サービス対価の支払の考え方について解説する。 
 

２－１．事象発生直後の確認プロセス 

アベイラビリティの確保ができなくなった状況に陥った場合の確認プロセスは以下のとお

りである。 

①発注者は利用できなくなった状況において、 

・具体的な内容 

・発生の時点から猶予時間内に改善することができたかどうか 

・選定事業者の責任の程度 

等の確認を行う。 

②改善できていない場合には、改善するための方法、追加の猶予時間の設定等についても

発注者及び選定事業者で協議する。 

 

２－２．減額ポイントの設定 

（１）重要度の設定 

アベイラビリティが確保できていない状態として、例えば「○○設備が故障していて、○

○室を使用できる状況にない」というように、施設が継続的に使用できない状態に陥ったと

しても○○室の全てが使用できない状況とはならず、影響がさほど大きくないケースもある。

つまり、施設のどの部分が使用不可なのかによって事業全体に与える影響は異なるため、対

象となるエリアごとに重み付け（重要度の設定）を行う必要がある。例えば、庁舎の玄関等

の共用部が使用できなくなった場合には、殆どの庁舎利用者に対して影響が及ぶことから、

重要度は高く設定することが考えられるが、外構に設置した倉庫が利用できなくなった場合

には、庁舎利用者に対して影響は殆どないため、重要度を低く設定することが考えられる。 

次に、発注者は利用できない状態が継続しないように、どの程度の猶予時間内で回復すべ

きかを設定し、その間に改善されれば、サービス対価の減額等を行わないようにする。なお、

重要度の高いエリアについては猶予時間を短くしておくことが重要であり、発注者は選定事

業者と協議した上で、猶予時間を最終決定する必要がある。ただし、頻繁に発生した場合に

は、猶予時間内に回復していたとしても、抜本的な対策を実施するように業務改善勧告を行

うことも考えられる。 

表 アベイラビリティの確保に関する重要度の設定（例） 

重要度の区分 影響する施設の範囲 

重要度１ 
・施設の維持管理・運営者等のみが利用する施設（メンテナンス動線、控室等） 

・サービス受益者に殆ど影響がない施設（外構の一部等） 

重要度２ ・一部のサービス受益者に影響を及ぼす施設（執務室の一部等） 

重要度３ 

・共用部などサービス受益者全体に大きな影響を及ぼす施設 

・発注者の責任が問われるような大きな影響を及ぼす施設 

・法令違反等につながる大きな影響を及ぼす施設 

 



 Ⅲ-41 

（２）付与するポイントの考え方 

猶予時間を超えても利用できない状況が継続している場合には、減額ポイントが発生する。

利用できない状況にあるということは、同時に要求水準の複数項目において未達となってい

る場合が多く、事業全体への影響も大きいため、付与する減額ポイントは「パフォーマンス

の確保」で設定する減額ポイントよりも大きく設定する。例えば、パフォーマンスに関して

付与するポイントが１～５ポイントである場合には、アベイラビリティの確保に関する減額

ポイントは５ポイントよりも大きく設定する。 

表 アベイラビリティを確保するための判断基準と付与するポイント（例） 

エリア 判断基準 重要度 影響範囲 猶予時間 付与するポイント 

一部 ２時間 ●ポイント 
○○室 

選定事業者の責務により、専用エ

リアが使用できなくなったか 

２ 

（中） 
全部 １時間 ●ポイント 

・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・ 

一部 なし ●ポイント 
玄関 

選定事業者の責務により、共用エ

リアが使用できなくなったか 

３ 

（高） 
全部 なし ●ポイント 

・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・ 

一部 ６時間 ●ポイント 
外構 

選定事業者の責務により、外構エ

リアが使用できなくなったか 

１ 

（低） 
全部 ３時間 ●ポイント 

・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・ 

 

２－３．選定事業者の責務によらない事象の場合 

当然のことではあるが、選定事業者の責務によらない事象の場合には、減額ポイントは発

生しない。しかしながら、第三者の要因等で発注者や選定事業者が予期しない事象において、

あるエリアが使用できない状況に陥った場合において、その状態が継続されることは好まし

くない。そのような場合には、発注者は選定事業者と協力して、使用可能な状況になるため

の改善方法、改善までの時間、費用負担等について協議し、速やかに改善・復旧する必要が

ある。 
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３．パフォーマンスの確保 

パフォーマンスが確保されている状態とは、要求水準に基づき、十分な性能を満足してい

る状態のことをいう。つまり、「パフォーマンスが確保されている」＝「要求水準を満足して

いる」ということである。発注者は要求水準に対して十分なサービス提供が実施されている

かどうかの判断基準を設定した上で、その判断基準に従い、評価することになる。 

パフォーマンスの確保では、発注者又は選定事業者の個々の担当者によって判断の相違が

生じないように、YES/NOとＫＰＩ等の判断基準を明確かつ客観的にするよう、双方で取り決

めることが重要である。 

 

３－１．ＫＰＩの設定 

発注者はＫＰＩ（Ⅲ－4頁、Ⅲ－14頁参照）によって維持管理・運営業務全体のパフォー

マンスに関するモニタリングを実施し、以下のような判断指標によって、維持管理・運営業

務の業績を評価する。例えば、発注者はＫＰＩの１つである「問題等の発生の件数」、「満足

度調査結果」、「苦情等の件数」等を四半期、半期又は年度ごとに把握することによって、選

定事業者が提供している維持管理・運営業務の業績を管理する。 

 

表 維持管理・運営段階のＫＰＩの設定（例） 

想定される判断指標 判断基準の分類 

ａ．問題等の発生の件数 発生件数、経年変化（初年度をベンチマークとする） 

ｂ．利用者数 目標とする利用者数 

ｃ．満足度調査結果 経年変化（初年度をベンチマークとする） 

ｄ．苦情等の件数 発生件数、経年変化（初年度をベンチマークとする） 

ｅ．周辺施設・同種施設との乖離 利用料金等に関する周辺施設・同種施設との乖離 

 

［a.問題等の発生の件数］ 

「a.問題等の発生の件数」とは、発注者及び選定事業者が実施するモニタリング結果や選

定事業者の報告等により確認した問題等の件数をいい、具体的には設備機器等の不良事故や

清掃業務の手抜き等が想定される。把握の方法については、選定事業者が提出する業務報告

書や業務中に問題が発生した時点での報告、発注者の随時モニタリング時に把握した問題等

とする。 

 

［b.利用者数］ 

「b.利用者数」については、水族館や公園等、不特定多数の利用者に供される施設の場合

に、ＫＰＩとして設定することが有効である。利用者数の把握の方法については、選定事業

者が提出する業務報告書を基本とする。 

 

［ｃ.満足度調査（Ⅲ-30頁参照）］ 

サービス受益者の満足度調査の方法については、インターネットアンケート、アンケート
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ボックス、ヒアリング調査等が挙げられる。また、その調査期間についても種々の設定方法

がある。したがって、事業提案段階で選定事業者に満足度調査のアイディアを提案させ、調

査結果の活用策も含めて評価することも１つの方法である。 

 

［ｄ.苦情等の件数］ 

「ｄ.苦情等の件数」については、サービス受益者から発注者又は選定事業者等に提出され

た苦情等の内容及び件数を、自らに提出された苦情等と選定事業者等からの報告とを合わせ

て把握する。 

選定事業者は苦情等の受付窓口としてヘルプデスクを設置することが望ましい。発注者は

この苦情等の内容と件数をモニタリングすることによって、選定事業者によるサービスの質

について判断することが可能になる。 

例えば、庁舎を整備するＰＦＩ事業では、機能の不具合等に関する苦情等は初年度に殆ど

把握することができる傾向にある。したがって、初年度（場合によっては半期、四半期）の

苦情等に関する件数を基準（ベンチマーク）とし、経年変化をモニタリングすることでサー

ビスの質が低下していないか、一定以上に維持できているかをモニタリングすることが可能

と考えられる。 

 

［ｅ.周辺施設・同種施設との乖離］ 

「ｅ.周辺施設・同種施設との乖離」については、事業特性によって周辺施設の利用料金等

で最適な基準（ベンチマーク）となる外部データがあれば、その外部データを基準として、

その乖離の幅をモニタリングする。 

このモニタリングについては、発注者がモニタリングしやすい場合には発注者がモニタリ

ングし、選定事業者がモニタリングしやすい場合には選定事業者が行う。モニタリング結果

については、業務報告書の中にまとめて記載する。 

 

３－２．減額ポイントの設定 

（１）重要度の設定 

要求水準が未達の場合、アベイラビリティの確保と同様に、施設全体に影響するものと影

響が少ないものというように、業務内容によって事業全体への影響度が異なる。そのため、

要求水準の項目ごとに予め重要度を想定し、その重要度に応じて、付与する減額ポイントを

変動させるように設定しておく必要がある。具体的には、発注者は要求水準の維持管理・運

営における基本方針等に則り、事業全体に与える影響を勘案して、予めその重要度について

３段階程度（発注者によって２～５段階程度に変更しても構わない）にレベル分けする。た

だし、初年度の結果を受けて、レベル分け等を見直すことができるようにモニタリング計画

に規定しておく必要がある。 
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表 要求水準ごとの重要度の設定（例） 

重要度の区分 要求水準等が未達となった場合に想定される影響 

重要度１ ・施設の運営に殆ど影響がなく、きわめて影響が少ない 

重要度２ ・重要度１、重要度３の両者の中間域 

重要度３ 

・サービス受益者や財務状況等に大きな影響を及ぼす 

・発注者の責任が問われるような大きな影響を及ぼす 

・法令違反等につながる大きな影響を及ぼす 

※選定事業者による虚偽の事実が認められた場合には、原則として上記の重要度によらず、原則として重要度３

の適用を考える。 

※重要度３等に該当する結果、利用不可能な状況に陥った場合には、結果的に「アベイラビリティの確保」が不

可になったものとして取り扱うことを考える。 

 

（２）付与するポイントの考え方 

要求水準には下表のように複数のＫＰＩが関係する場合があり、発注者はこれら要求水準

ごとの減額ポイントを設定する際には、アベイラビリティの確保の減額ポイントとの関係を

踏まえつつ、ＫＰＩの結果を減額ポイントに反映させるような計算式を設定する必要がある。 

例えば、下表の場合、「執務環境の確保」という要求水準であれば、「a.問題の発生件数」

と「b.満足度調査結果」の２つの指標によって判断することになるが、この様な重要度が高

い項目で２つのＫＰＩの両方をクリアできない場合はアベイラビリティの確保ができなくな

った場合と同じとみなし、例えば、アベイラビリティの最低ポイントと同様のポイント数と

するように計算式を設定する。一方、２つのうち、１つのＫＰＩにおいて要求水準を満足し

ない場合には、重要度が高くてもアベイラビリティの確保よりも少ないポイント数となるよ

うに計算式を設定することとなる。 

 

表 要求水準の基本方針事項のＫＰＩと付与するポイント（例：庁舎等） 

ＫＰＩ 要求水準 

≪基本方針≫ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 
重要度 

付与する 

ポイント 

執務環境の確保 

施設環境を良好に維持し、サービス受

益者が安全かつ快適に施設を利用でき

る執務環境を確保する。 

○ － ○ － － ３ ●ポイント 

執務効率の確保 

維持管理・運営業務の特性に応じた作

業時間帯を設定する等、選定事業者の

もとで維持管理に従事する者の作業が

執務の遂行に支障とならないよう業務

を実施する。 

－ － ○ ○ － ２ ●ポイント 

安全性の確保 

維持管理・運営業務を実施するにあた

り、適切な危険防止措置により、サー

ビス受益者等の安全を確保する。 

○ － ○ － － ３ ●ポイント 

経済性の確保 
光熱水費の縮減、修繕費の縮減等、経

済性に配慮して業務を実施する。 
○ － － － ○ ２ ●ポイント 

環境負荷の低減 

省エネルギー、省資源を考慮した適切

な維持管理を行い、地球環境の保全及

び環境負荷の低減を図る。 

○ － － － ○ １ ●ポイント 
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４．減額ポイントからサービス対価の支払への反映 

４－１．減額ポイントの算定における留意事項 

（１）減額が発動する累積ポイントの設定 

減額ポイントの累積期間については、一般的に、サービス対価の支払期間を対象に、四半

期、半期、一期等が設定されていることが多い。しかし、累積期間の設定については、事業

特性等によっても異なるため、発注者と選定事業者で協議の上、決定することが望ましく、

選定事業者のインセンティブを最大限に活かすためには、長期に設定することや累積期間を

設けずに減額ポイントが発生した段階で減額する等についても検討することが重要である。 

（２）減額ポイントの再発の取り扱い 

過去に減額対象となった事象において、再度、減額ポイントの付与すべき事象が発生した

場合には、設定した減額ポイントよりも大きい減額ポイントを付与することが妥当である。

ただし、その事象の再発の容易性、事象の重要度等が一様でないため、事象ごとに設定する

ことが望ましい。 

 

４－２．減額ポイントとサービス対価の関係 

（１）減額対象とするサービス対価の範囲 

モニタリングの結果、算定された減額ポイントをサービス対価の減額に反映させることと

なるが、この際の対象となるサービス対価の範囲は、一般的に以下の３つの考え方が挙げら

れる。 

①当期の維持管理・運営業務のサービス対価のうち、ポイントを付与した業務項目に関す

る対価を減額対象範囲に含める。 

②当期の維持管理・運営業務のサービス対価の全額を減額対象範囲に含める。 

③サービス提供を行う上で施設整備費と維持管理・運営費は一体不可分であるという考え

方（ユニタリーペイメント）で減額対象範囲に施設整備費を含める。（Ⅱ-71頁参照） 

①は維持管理・運営業務の項目ごとに減額する方法で、他の項目の不具合が反映されない

ため実際の減額が発生しにくい上に、減額となる事象が発生してもサービス対価に占める減

額幅が小さいことから、選定事業者や融資銀行等にとって、安定的な事業として捉えられる

傾向にある。一方、③は維持管理・運営段階のモニタリング結果が施設整備費にまで影響し、

減額幅は大きくなるため、選定事業者にとってはリスクの高い事業として捉えられる傾向に

あるが、ＢＯＴ方式では、発注者が事業期間中の金融機関のチェックを一層強化させること

を期待して導入する例も見られる。②はモニタリング結果が選定事業者の維持管理・運営会

社全体の収入に影響するため、発注者はＢＴＯ方式で事業の維持管理・運営全体の適切な実

施を期待して導入することも考えられる。したがって、事業特性や減額した場合の選定事業

者への影響度についても考慮した上で、事業者募集段階までに決定することが重要である。 

（２）減額割合 

当期で累積した減額ポイントに応じて減額の割合を設定するにあたっては、事業特性や減

額した場合の選定事業者に与える影響についても考慮した上で決定する必要がある。なお、

減額割合については多様な考え方があるため、発注者と事業者で十分に協議の上、決定する

ことが重要である。 
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４－３．サービス対価の支払等 

選定事業者に対するサービス対価の支払額算定の考え方には、主に以下の３種類があり、

求めるサービス水準や量に応じて、最適な手法を組み合わせて設定する必要がある。 

サービス対価の支払方法は、モニタリングによる減額システムと一体で考える必要がある

が、サービスの質の向上を促す方策として、モニタリングによる減額措置に加え、サービス

の質に応じた増額措置も有効である。ただし、増額措置については参考資料を参照のこと。 

① アベイラビリティの確保に対する支払（Availability Fee） 

施設が利用可能な状態になっていることを条件として、公共より事業者に支払われる対

価。施設の一部（全部）が利用不可能になった場合はその程度に応じて減額されることに

なる。 

② 利用量に応じた事業コストの支払（Usage Fee） 

施設の利用量に伴い変動する維持・運営コストに対して、公共より事業者に支払われる

対価。 

③ パフォーマンスの確保に対する支払（Performance Fee） 

サービスの成果（利用者数、料金収入等）に対して、公共より事業者に支払われる対価。

優れた成果に対する対価と一定水準に満たない成果に対するペナルティからなる。 

種別 
支払額の 

変動 
支払対象 

①アベイラビリティの確保に対する

支払 （Availability Fee） 
減額 

利用可能な状態に必要となるコスト 

例：維持管理業務 等 

②利用量に応じた事業コストの支払

（Usage Fee） 
増額 or 減額 

利用量に伴い変動する維持・運営コスト 

例：運営人件費、光熱水費、消耗品交換費 等 

③パフォーマンスの確保に対する支

払（Performance Fee） 
増額 or 減額 

サービスの成果に対する対価 or ペナルティ 

成果の例：利用者数、料金収入 等 

 

 

 
※主な導入事例は、Ⅲ-52 頁以降の事例①～事例④を参照。なお、実際の導入にあたっては、「利用量に

応じた事業ｺｽﾄの支払」と「ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの確保に対する支払」が算定上、区別されないことが多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 サービス対価の支払イメージ 

（「アベイラビリティの確保に対する支払」については、減額措置が適用されなかった場合） 

対価の支払 

＝ｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨの確保に対する支払 ±利用量に応じた事業ｺｽﾄの支払 ±ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの確保に対する支払 

  

利用量（サービスの成果） 

サ
ー
ビ
ス
対
価 

ｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨの確保に対する
支払（Availability Fee） 

成果の基準値 

サ
ー
ビ
ス
対
価
の
合
計 

利用量に応じた事業コストの支払 
（Usage Fee） 

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの確保に対する支払 
（Performance Fee） 
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【参考】利用量及びサービスの成果に応じたサービス対価の増額措置について 

１．概要 

１－１．背景 

これまでのＰＦＩ事業では、サービスの質を維持・向上させるため、発注者によるモニタ

リングの結果、一定水準が満たされていない場合は、支払額を減額する減額システムを組み

込んでいる。しかし、現実に減額措置が適用された例は少なく、裏を返せば一定水準のサー

ビスが提供されているということになるが、このことは、これまでも減額システムが事業者

のサービスの質の維持・向上に寄与していることを表しているものと考えられる。 

一方、利用量の増加に応じて必要コストが増加するサービスで、その対価が利用量に関ら

ず一定の場合は、利用者が増えれば増えるほど事業者にとっては収益が減少することとなり、

サービスの質の向上の動機付けが働かない。当然ではあるが、当初想定しているよりもサー

ビスの成果が上回った場合には、その成果に対する支払を行うことで、事業者のより強い動

機付けとなる。 

このため、利用量及びサービスの成果に応じたサービス対価の増額措置を適用することで、

事業者のノウハウや創意工夫を最大限に引き出し、更なるサービスの質の向上を期待するこ

とができる。 

１－２．利用量及びサービスの成果に関するインセンティブ付与の考え方 

ＰＦＩ事業の組成にあたっては、事業者が積極的に参画し事業期間にわたりノウハウ・創

意工夫を発揮するインセンティブを持てるよう、可能な限り独立採算で施設運営させること

が望ましい。【下図：STEP1】 

また、事業特性により利用料収入がある場合においても独立採算型での事業組成が適切で

はない場合、利用料金収入に連動したサービス対価の支払を検討することが必要である。【下

図：STEP2】 

一方、利用料金収入が発生しない事業の場合は、客観的な指標に基づくサービスの成果等

に応じた支払方式の導入の検討が望ましい。【下図：STEP3】 

なお、上記の事業スキームに関らず、事業者の新たな事業機会の創出や事業収益の確保等

に寄与する民間収益事業の提案自由度を確保することで、事業者にインセンティブを付与す

ることも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

STEP1：独立採算型での事業組成が可能か。 

STEP2：サービス購入型事業とする場合、利用料金収入があるか。 
⇒利用料金収入に連動したサービス対価の支払 

【Ⅲ-52頁～：「事例①・②」参照】 

※

民
間
収
益
事
業
の
提
案
自
由
度
の
確
保 

STEP3：利用料金収入がない場合、客観的な指標に基づくサービスの成果に
応じた支払が可能か。 

【Ⅲ-49頁～：「３.」及び「事例③・④」参照】 

事業者へのインセンティブ付与の考え方 

※管理者は、民間収益施設と本体施設が連動して利用されるよう、各施設の配置、事業内容、事業計
画に十分配慮することが重要である。 
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２．国土交通省所管の既往ＰＦＩ事業の現状（事例分析） 

既往の国土交通省所管のＰＦＩ事業において、サービス対価の支払方法及び事業者の収

入に着目した場合、大きく以下のパターンに分類される。 

表 国土交通省所管ＰＦＩ事業における事業者の収入（民間収益事業は除く） 

 

 代表的な事業スキーム 
利用 

料金 

の収受 

事業者の収入 

主な具体事例 

※斜線部は他省庁所管事業 

STEP 

1 ○ＢＯＴ（ＢＯＯ）独立採算型 事業者 利用料金収入 
【主な適用分野】駐車場 

・江坂駅南立体駐車場整備事業 等 

利用料金収入 

＋ 

ｻｰﾋﾞｽ対価（収入連動） 

【主な適用分野】都市公園 

・道立噴火湾ﾊﾟﾉﾗﾏﾊﾟｰｸﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ等整

備運営事業 ⇒【事例①参照】  等 

○「ＢＴＯ」「ＢＯＴ」複合ＪＶ型※1 

○ＢＴＯｻｰﾋﾞｽ購入型 

等 

事業者 
利用料金収入 

＋ 

ｻｰﾋﾞｽ対価（定額） 

【主な適用分野】都市公園、道の駅、

河川関連施設、庁舎 

・長井海の手公園整備等事業 

・海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特

定事業  

・佐原広域交流拠点ＰＦＩ事業 

・中央合同庁舎第７号館整備事業 等 

 

 

 

 

STEP 

2 

 

 

○ＢＯＴｻｰﾋﾞｽ購入型 

○ＢＴＯｻｰﾋﾞｽ購入型 等 
公共 ｻｰﾋﾞｽ対価（収入連動） 

【主な適用分野】都市公園 

・尼崎の森中央緑地ｽﾎﾟｰﾂ健康増進施設

整備事業 ⇒【事例②参照】  等 

STEP 

3 

○ＢＯＴｻｰﾋﾞｽ購入型 

○ＢＴＯｻｰﾋﾞｽ購入型 等 
－ ｻｰﾋﾞｽ対価（収入連動） 

【主な適用分野】複合施設等 

・情報通信科学館（仮称）整備等事業 

  ⇒【事例③参照】 

・桑名市図書館等複合公共施設特定事業 

⇒【事例④参照】 

 等 

 

－   利用量の増減に関らず、支払額が一定の事業 

 ※1：ここでのＪＶ型とは、サービス購入型と独立採算型の業務からなるスキームを想定している（事
例①参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

大 

事
業
者
の
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ン
セ
ン
テ
ィ
ブ 

小 
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３．サービス対価の増額措置の適用にあたっての留意事項 

Ⅲ-52頁～の事例①、事例②に示す通り、国土交通省所管のサービス購入型事業において

も、利用料金収入に応じてサービス対価が変動する支払方式を採用している例が見受けられ、

料金収入が発生する事業については、当該事例等を参考に、料金収入に応じたサービス対価

の支払を実施することが望ましい。 

ここでは、利用料金が発生しない事業について、サービス対価の増額措置を適用するにあ

たっての留意事項を整理する。 

 
３－１．支払基準の考え方及び留意事項 

（１）利用量に応じた事業コストの支払（Usage Fee） 

【基本的な考え方】 

運営業務を含む事業において、サービス対価が一定の場合、利用量の増加に応じて必要

コストも増加するサービスについては、利用量が増加すればする程、事業者の収益が減少

することとなるため、サービスの向上の動機付けが働かない。 

このため、事業者のノウハウ・創意工夫の活用により利用量の増加を期待する場合には、

利用量に応じて必要となるコストを適正に支払うことが重要である。 

 

【適用にあたっての留意事項】 

単価の設定については、公共側において予め合理的な事由に基づいた設定することが困

難な場合、利用量に応じて変化する費用項目も併せて事業者の提案とすることが望ましい。 

 

【想定される支払基準（例）】 （事例③、事例④参照） 

   

 

 

（２）サービスの成果に対する支払（Performance Fee） 

【基本的な考え方】 

（１）における利用量に応じた事業コストの支払（Usage Fee）に加え、別途、事業者

のサービス提供の成果による利益を公共と事業者で配分することで、更なるサービスの質

の向上を図る。 

 

【適用にあたっての留意事項】 

ⅰ）適用するサービスの成果は、事業者のコントロール範囲内か 

    事業者へのインセンティブとの趣旨を考えた場合、「事業者の努力に起因した成果」

に限定して、インセンティブを付与するのが本来の考え方である。しかし、「外部要因

に起因した成果」と明確に区分することは困難なことも想定され、外部的な要因も含め

て評価することも考えられる。 

 

当該支払額 ＝ 利用量（利用者数実績等）×単価（利用者一人あたりの必要コスト） 
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ⅱ）適用するサービスの成果の期待値や変動幅等は、合理的に予測可能か 

サービスの成果に対する支払の基準は、客観的な判断指標を設定した上で、成果の期

待値や変動幅が合理的に予測可能であることが必要となる。 

ⅲ）設定した判断指標に基づくモニタリングが可能か 

支払への反映のためには、設定した判断指標に基づき、モニタリングが可能であるこ

とが不可欠であり、サービス特性に応じて、検討する必要がある。 

ⅳ）「利用量に応じた事業コストの支払」と「サービスの成果に対する支払」の明確な  

定義が可能か 

  利用料に応じて必要となるコストについては、事業者の提案内容による部分が大きく、

「利用量に応じた事業コストの支払」と「サービスの成果に対する支払」の各支払要素

を予め公共側において区分することが困難なことも想定される。この場合、事業者に対

し「（１）利用量に応じた事業コストの支払（Usage Fee）」で示した「単価」設定に、「必

要となるコスト」と「サービスの成果に対する支払」を組み込んで提案させ、発注者と

の協議により決定することも想定される。 

 

【想定される判断指標及び支払基準（例）】 

サービスの向上を表現する客観的な判断指標（ＫＰＩ等）の設定が重要となる。想定さ

れる判断指標（ＫＰＩ等）としては、主に以下が考えられる。 

  □想定されるサービス 

    展示施設、体験学習施設 等 

□判断指標 

客観的な評価基準（利用者数等）に応じた対価の支払を実施   

  □支払基準（例） 

    

 

 

※1：基準指標値の設定が当該支払額を左右するため、外部環境の補正を行った上での類似施

設の実績値（Ⅲ-52 頁【事例①】参照）や供用開始後数年間の稼動実績を基準値とすること

が考えられる。ただし、供用開始直後の実績を基準にする場合は、施設オープンに伴う一時

的利用量である可能性があるため、供用開始年度は除外することも考えられる。 

※2：予算制約上の観点から、必要に応じ、最大報酬金額等の上限を定めておくことも必要であ

る。 

例1：当該支払額 ＝（当該年度実績 － 前年度実績） × 一定率 

例2：当該支払額 ＝（基準指標値と実績指標値の比較による支払額を設定） 
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３－２．予算措置にあたっての留意事項 

サービスの成果に対する支払（Performance Fee）の採用の可否については、利益配分

に対する合理的な根拠付け（客観的な判断指標の設定）を踏まえ、各自治体の予算制度等

に則り判断する必要がある。 

予算措置の際には、以下の点での説明責任が問われることとなる。 
 客観的かつ合理的な評価項目と基準の設定 

  ⇒事業者の業績を客観的に評価できる基準を設定する必要がある。 
 合理的な増額の金額の設定 

  ⇒同様に増額する場合の支払額の算定基準の妥当性を明確にする必要がある。 
 設定された基準に基づく適切なモニタリングによる把握 

   ⇒公共として継続的なモニタリングし、評価が可能であることが不可欠であり、

容易にモニタリングが可能である必要がある。 
 

主な支払方法については、債務負担行為設定額で支払う方法、補正予算を組む方法等が

あるが、これらの支払方法は、入札前に議会等への説明も含め、予め決定しておくこと必

要がある。 
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■事例①：道立噴火湾パノラマパークビジターセンター等整備運営事業（北海道） 

（ＢＴＯ及びＢＯＴ） 
○主な運営内容及び事業者の収入：  

事業範囲 
整備施設 

維持管理 運営 
事業者の収入 

管理事務所 事業者 道 

多目的体育館 事業者 道 

体験学習室 事業者 道 
ＢＴＯ 

情報展示 事業者 道 

サービス購入料 

（定額） 

物販スペース 事業者 事業者（独立採算） 料金収入 

ＢＯＴ 
オートキャンプ場 事業者 事業者 

料金収入＋ 

サービス購入料 

（収入連動） 

○維持管理・運営に係る事業者の収入 

「サービス対価（定額）」＋「サービス対価（収入連動）」＋「ＢＯＴ施設の利用料収入」 

※「サービス購入費（収入連動）」部分は、当初想定より収益が上回った場合は当該収益を官民で
配分。収益が下回った場合のリスクも官民で按分する形となっている。 

※「ＢＯＴ施設の利用料収入」は、利用者から事業者が直接収受する。 
※物販スペースの維持管理・運営事業はサービス購入料の対象外。 

 

※以下、入札説明書等に基づき補足等を加筆 

■オートキャンプ場使用料金収入変動を考慮した維持管理運営のサービス購入料の毎年度の改定 

当該サービス購入料は，オートキャンプ場の維持管理・運営業務開始年度より毎年度，オートキャ

ンプ場使用料金収入の変動を考慮した改定を行う。改定は，次の算式に基づいて実施する。 

Ｐｔａ２＝Ｐｔｂ２－（Ｉｔ－Ｉ０）×0.5 

・Ｐｔａ２ ：ｔ年度の改定後サービス購入料 

・Ｐｔｂ２ ：ｔ年度の改定前サービス購入料 

・Ｉ０ ：年間使用料金収入基準値（1～10 年目までは事業者の提案による。11年目以降は後

述の通り、11 年目，21 年目に改定）  

・Ｉｔ ：ｔ年度の年間使用料金収入 

 

 【補足】 

   上述の算定式は、改定後の事業者の収入は、改定前の収入に料金収入の増減分の1/2相当が加

わることとなる。 

Ｐｔａ２＋Ｉｔ ＝ Ｐｔｂ２＋Ｉ０ ＋ （Ｉｔ－Ｉ０）×0.5 

 

 

 

■オートキャンプ場使用料金収入変動を考慮したサービス購入料の11年目及び21年目の改定 

 ※以下の収入変動の改定以外に物価変動に伴う改定が行われる。 

当該サービス購入料は，オートキャンプ場維持管理期間中の11年目及び21年目に，オートキャン

プ場使用料金収入の変動を考慮した改定を行う。 

(1) 改定の条件は，次のとおりである。 

①維持管理・運営業務開始後11 年目 

オートキャンプ場維持管理・運営業務開始後 10年目における全道のオートキャンプ場年間利用

者数（社団法人北海道オートリゾートネットワーク協会加盟のオートキャンプ場年間利用者数とす

る。以下「全道利用者数」という。）が，維持管理・運営業務開始時点（平成18年度）における全

道利用者数より少ない場合，かつ，維持管理・運営業務開始後 10年目の年間使用料金収入が事業

者の提案による年間使用料金収入より少ない場合。 

 

 

t年度改定後の収入   改定前     料金収入増減分の1/2 

改定後の収入基準値 ＝ 年間収入基準値 × 
10年目の全道利用者数 

運営開始時点の全道利用者数 
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② 維持管理・運営業務開始後21 年目 

オートキャンプ場維持管理・運営業務開始後 20年目における全道利用者数が，維持管理・運営

業務開始後11年目における全道利用者数より少ない場合，かつ，維持管理・運営業務開始後20年

目の年間使用料金収入が維持管理・運営業務開始後 11年目における年間使用料金収入より少ない

場合。 

 

 

 
 

 

 

改定後の収入基準値 ＝         × 
20年目の全道利用者数 

11年目の全道利用者数 

 

 11～20 年目の 
年間使用料金 

収入基準値 
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■事例②：尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設整備事業（兵庫県）（ＢＴＯ） 

○主な運営内容：  

整備施設 運営内容 

プール施設 

健康増進施設 

（ウォーターパーク、フットサルパーク、グラ

ウンドゴルフ、フィットネス） 

・利用受付業務 

・使用料金徴収業務 

・運動プログラム作成、運動指導、スポーツ教室運営業務 

・駐車場運営業務 

・利用者輸送車両運営業務 等 

○維持管理・運営に係る事業者の収入 

「サービス対価（定額）」 ＋ 「サービス対価（収入連動）」 

※以下、入札説明書等に基づき補足等を加筆 

1 維持管理・運営に係るサービス購入費の算定方法 

甲（発注者）は施設引渡し後、維持管理に関する業務及び運営に関する業務の対価として、以下

に示す方法により算定される維持管理・運営に係るサービス購入費を乙（選定事業者）に支払う。 

（１）「維持管理・運営に係るサービス購入費」は、乙（選定事業者）が提案した「維持管理費・

運営費・その他費用」及び「運営収入」により算出される「基準費（P1X）」、実際の運営収入に

より算出される「変動費（P2X）」から構成される。 

 

（２）維持管理・運営に係るサービス購入費のうち、「基準費（P1X）」については、毎年1回4月1

日に、物価変動を勘案して改定を行う。 

 

（３）維持管理・運営に係るサービス購入費は、以下に示す算式により算定する。 

○平成Ｘ年度における維持管理・運営に係るサービス購入費の算出式 

 （実際の事業者の収入＝ＰＸ＋ＲＸ） 

ＰＸ＝Ｐ1Ｘ＋Ｐ2Ｘ              

・Ｐ1Ｘ＝ｐ1Ｘ×Ｃ[Ｘ] 

・ｐ1Ｘ＝αＸ－2/3（βＸ＋γＸ） 

・Ｐ2Ｘ＝2/3ＢＸ－1/3ＲＸ 

・ＣＸ＝ＣＰＩ[Ｘ－1]／ＣＰＩ[15] 

 

ＰＸ ：平成Ｘ年度の維持管理・運営に係るサービス購入費  

Ｐ1Ｘ ：平成Ｘ年度の基準費（物価変動を勘案して確定した額） 

Ｐ2Ｘ ：平成Ｘ年度の変動費 

ＢＸ ：平成Ｘ年度の実際の施設利用料収入の合計額 

ＲＸ ：平成Ｘ年度の実際のその他の収入（事業者の提案業務の収入）の合計額 

ｐ1Ｘ ：入札参加者が提案した、平成Ｘ年度の基準費 

αＸ ：入札参加者が提案した、平成Ｘ年度の維持管理費・運営費・その他費用（利益、税金等）の合計額 

βＸ ：入札参加者が提案した、平成Ｘ年度の施設利用料収入の合計額 

γＸ ：入札参加者が提案した、平成Ｘ年度のその他の収入（事業者の提案業務の収入）の合計額 

ＣＰＩ[Ｘ] ：平成Ｘ年度の平均消費者物価指数（財・サービス分類指数（全国）の「総合」） 

ＣＰＩ[15] ：平成15年度の平均消費者物価指数（財・サービス分類指数（全国）の「総合」） 

ＣＸ ：平成15年度の平均消費者物価指数（財・サービス分類指数（全国）の「総合」） 

 

【補足】 

   実際の事業者の収入は、X年度の基準費に、利用料収入及びその他収入の2/3が加わること

になる。 

実際の事業者の収入 ＝ＰX＋ＲX  ＝  Ｐ1Ｘ  ＋  2/3（ＢX＋ＲX）  

 

 

 

 

利用料収入及び 
その他収入の2/3 

X年度の基準費 
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■概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※上記の算定により、提案した施設利用料収入と実際の施設利用料収入の差額相当の 2/3 は

事業者のリスク分担となる。 

・「実際の施設利用料収入」が「提案した施設利用料収入」より多い場合：事業者の収入は増加  

・「実際の施設利用料収入」が「提案した施設利用料収入」より少ない場合：事業者の収入は減少  

 

実際の事業者の収入＝  ＰX＋ＲX  ＝   Ｐ１Ｘ   ＋  2/3（ＢX＋ＲX） 

＝ αX・ＣＸ  ＋  2/3（ＢX-βX・ＣＸ）  ＋  2/3（ＲX-γX・ＣＸ） 

ＰX＝ Ｐ１Ｘ＋ 2/3BX－1/3ＲX 

Ｐ 

維
持
管
理
・
運
営
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
購
入 

変動費 ＝ 2/3BX－1/3ＲX 

基準費 ＝ Ｐ１Ｘ 

Ｂ－Ｒ 

実際の維持管理・運営に係るサービス購入費（Ｐ） 

不足分 入札参加者が提案した 
施設使用料収入  

入札参加者が
提案したその

他の収入 

入札参加者が提案した 
維持管理費・運営費・その他費用（利益、税金等） 

直接収入 
 

基準費 変動費 

αX 

（総合評価の対象額） 

入札参加者が提案した運営収入 

βX γX 

αX－2/3（βX＋γX） 

維持管理・運営に係るサービス購入

γX 2/3βX－1/3γX 

基準費 
 

変動費 
 

直接収入 
 

{αX－2/3（βX＋γX）}ＣＸ 2/3BX－1/3ＲX ＲX 

入札参加者が提案した 

維持管理・運営に係る 

サービス購入費 

実際の 

維持管理・運営費に係る 

事業者の収入 
 

Ｂ：実際の施設使用料収入 
Ｒ：実際のその他の収入 

提案時の維持管理 
運営費（物価補正） 

提案時（物価補正）と実際の 
利用料収入の差額の2/3 

提案時（物価補正）と実際の 
その他収入の差額の2/3 
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■事例③：情報通信科学館（仮称）整備等事業 （香川県）（ＢＯＴ） 
※以下、入札説明書等に基づき補足等を加筆 

○ 利用数比例サービス料の算定方法 

利用数比例サービス料は、運営開始後に、次の算定方法により、貸室の利用実績に基づ

いて算定する。 

ア 条例により定める使用料の金額に、当該期間中（1回の支払の対象期間）に貸し出された

件数を乗じ算定する 

貸室使用料の金額○○○円（消費税込み）×貸出件数（件） 

イ 貸室使用料の金額は、県が提示した金額の範囲内で、ＳＰＣが本施設の立地条件、利用者

の利便性、施設の有効利用等を考慮して提案を行い、県が条例により定める。ＳＰＣは、

市場環境の変化への対応等 

のため使用料の改定を申し出、条例の改正を求めることが可能である。 

 

○ 来館者数に応じた基本サービス料の増減額 

ア 対象となる対価 

基本サービス料の各年度支払額 

イ 算定方法 

次の表の当該年度の実際の来館者数が属する区分に応じ、当該年度の第4四半期の基本

サービス料の支払額を増額又は減額する。 

 

当該年度の実際の来館者数 増額又は減額 
16万人以上 1,000万円増額 

13万人以上16万人未満 500万円増額 
10万人以上13万人未満 増減額なし 
8万5千人以上10万人未満 500万円減額 

8万5千人未満 1,000万円減額 

 

 ※事業者に支払われるサービス料は、上記を加算することにより、以下により算定される。 

    サービス料 ＝ 基本サービス料 ＋ 来館者数に応じた基本サービス料の増減額  

＋利用数比例サービス料 

 

 

 



 

 Ⅲ-57 

■事例④：桑名市図書館等複合公共施設特定事業（桑名市）（ＢＯＴ） 
※以下、事業契約書を抜粋要約 

○図書館利用者の増減に基づく改定 

◆対象となるサービス 

運営業務費（物価変動と利用者の増減の双方を考慮）。 

◆サービスの対価の算定 

事業年度中の図書館利用者数注１）を大きく 8段階に分け、当該年度の実際の利用者

数が属する段階における計算基礎利用者数に、利用者 1人あたり単価（事業者による提

案単価）を乗じてサービスの対価を求める。 

なお、サービスの対価の算定に際しての実際の利用者数には上限及び下限を設定する

こととし、下限は10.0万人、上限は18.0万人未満とする。 
注１）利用者とは、図書館の図書等を貸借した者（相互貸借を含む）、AV 機器を利用した者、IT 機器を使

用した者、郷土資料室を利用した者、研修室を利用した者、コピー機を利用若しくはコピーサービス

（インターネット等からのプリントアウトを含む）を受けた者、対面朗読室を利用した者、レファレンス

（OPAC 利用を含む）を利用した者、読み聞かせコーナーを利用した者、市又は NPO 等が開催する行

事に参加した者をいう。なお、図書館利用者数は事業者が毎事業年度において集計を行い、これを

市が検証するものとする。 

（サービスの対価の計算例） 

初年度想定利用者数121,200人の場合 

⇒利用者の範囲は3段階に属するため12.5万人で計算。 

サービスの対価＝12.5万人×1人あたり単価（提案書に記載の価格） 

 

◆改定方法 

①年間利用者数 

毎事業年度、下表に基づき年間利用者数に応じてサービスの対価を改定。 

 

利用者数の範囲 1 段階 2 段階 3 段階 4 段階 5 段階 6 段階 7 段階 8 段階 

実際の利用者数 

（万人） 

10 万人

以上 

11 万人

未満 

11 万人

以上 

12 万人

未満 

12 万人

以上 

13 万人

未満 

13 万人

以上 

14 万人

未満 

14 万人

以上 

15 万人

未満 

15 万人

以上 

16 万人

未満 

16 万人

以上 

17 万人

未満 

17 万人

以上 

18 万人

未満 

計算基礎利用者

数（万人） 
10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 

 

 

※実際の利用者数が 10 万人未満の場合は全て計算基礎利用者数を 10.5 万人として、また 18

万人以上の場合は全て計算基礎利用者数を 17.5 万人として計算する。 

 

②改定の基準年 

当該事業年度の利用者数をその年度のサービスの対価に反映させる。 

具体的には、平成18年度のサービスの対価を想定した場合、平成18年10月の支払は平

成17年度の利用者数実績を用い算定、平成19年4月の支払は、確定した平成18年度の利

用者数を踏まえ1年間の当該業務のサービスの対価を算定し、平成17年度の実績にて算定

した平成18年10月の支払の過不足分を調整し支払うものとする。 

 

③初年度のサービス対価 

初年度は平成16年10月～平成17年3月の半年間となるため、この期間の利用者数に2

倍した値をもって計算基礎利用者数を設定、業務履行日数に応じサービスの対価を支払う

ものとする。 

 

 


